
&
が
ひ
久
局
、
。
ル

第
四
十
八
巻

戦
園
時
代
の
都
市
と
そ
の
支
配

一

は

じ

め

に

二
戟
園
都
市
の
分
布
と
規
模

付
考
古
皐
的
遺
跡
に
よ
る
検
討

口
出
土
文
字
資
料
に
よ
る
検
討

国
文
献
史
料
に
よ
る
検
討

伺
都
市
の
夜
逮
と
交
通
路

三
防
相
圏
諸
園
家
の
都
市
支
配

付
三
耳
目
地
域
の
諸
園
家

同
周
遁
地
域
の
諸
園
家

四

む

す

びt主

じ

め
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第
二
挽

江

卒
成
元
年
九
月
護
行

村

治

樹

-1-

戦
園
時
代
を
中
心
と
す
る
時
代
は
、
都
市
が
大
い
に
護
達
し
た
時
代
で
あ
る
こ
と
は
異
論
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
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の
都
市
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
相
封
立
す
る
見
方
が
存
在
す
る
。

る
。
字
都
宮
氏
は

そ
の
一
つ
は
、
宇
都
宮
清
吉
氏
を
代
表
と
す
る
見
方
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
都
市
の
褒
達
に
劃
し
て
経
済
的
な
要
因
を
重
視
す
る
見
方
で
あ

(

1

)

 

「
西
漢
時
代
の
都
市
」
に
お
い
て
、
前
回
、
三
世
紀
の
中
園
に
は
す
で
に
世
界
経
済
圏
が
成
立
し
て
い
た
と
み
な
し
、
そ

れ
を
成
立
さ
せ
た
の
は
共
通
貨
幣
と
し
て
の
黄
金
と
世
界
交
通
路
の
成
立
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
交
通
路
に
そ
っ
て
都
市
が

瑳
達
し
、
前
三
世
紀
か
ら
前
二
、
一
世
紀
に
は
農
村
人
口
六
割
に
劃
し
て
、
商
工
民
を
中
心
と
す
る
都
市
人
口
は
三
割
に
達
し
て
い
た
と
殻
測

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
に
よ
る
と
、
戦
園
時
代
か
ら
前
漢
時
代
に
か
け
て
の
都
市
の
設
達
は
、
世
界
経
済
圏
の
成
立
と
い
う
純
粋
に
経
済

的
な
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
都
市
の
住
民
も
一
商
工
民
が
大
部
分
を
占
め
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
2〉

こ
の
よ
う
な
古
代
都
市
に
劃
す
る
見
方
は
、
他
の
日
本
の
研
究
者
の
中
に
も
見
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
中
園
の
研
究
者
に
一
般
的
で
あ
る
。
楊

(
3
)
 

寛
氏
は
、
す
で
に
『
戟
園
史
』
の
奮
版
に
お
い
て
、
春
秋
戦
闘
の
聞
に
農
業
、
手
工
業
生
産
の
護
展
に
よ
っ
て
一
商
品
経
済
の
設
展
が
起
こ
り
、

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
各
閣
に
大
一
商
業
都
市
の
瑳
達
と
人
口
の
都
市
集
中
が
起
こ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
近
年
で
は
さ
ら
に

- 2 ー

一
般
化
し
て
い
る
。
食
偉
超
氏
な
ど
は
、
戦
園
か
ら
前
漢
時
代
に
か
け
て
、
農
業
、
手
工
業
、
商
業
の
新
し
い
護
展
と
分
業
化
の
準
行
に
よ
っ

(

4

)

 

て
新
し
い
都
市
が
形
成
さ
れ
、
全
人
口
の
三
分
の
一
以
上
が
都
市
に
集
中
し
て
い
た
と
諜
想
し
て
い
る
。
ま
た
、
張
鴻
雁
氏
も
、
戦
園
時
代
の

(
5
)
 

都
市
は
大
陸
一商
工
業
都
市
で
、
そ
の
人
口
は
全
人
口
の
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
他
の
中
園
の
研
究
者
も
、

(
6〉

こ
の
時
代
の
都
市
を
経
済
的
な
要
因
に
よ
っ
て
設
達
し
た
一
商
一
工
業
都
市
と
み
な
す
黙
で
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
射
し
て
、
こ
の
時
代
の
都
市
の
護
達
に
射
し
て
経
済
的
な
要
因
を
第
一
義
的
な
も
の
と
み
な
さ
な
い
考
え
方
が
存
在
す
る
。

(

7

)

 

「
戟
園
時
代
の
都
市
」
に
お
い
て
、

そ
れ

は
、
上
記
の
宇
都
宮
氏
の
見
方
に
劃
す
る
批
判
と
し
て
出
さ
れ
た
宮
崎
市
定
氏
の
見
解
で
あ
る
。
氏
は
、

職
園
時
代
に
都
市
の
設
達
を
認
め
る
も
の
の
、
そ
れ
を
一
律
に
経
済
の
護
展
と
結
び
つ
け
る
前
に
、
中
園
の
歴
史
上
に
い
か
な
る
位
置
を
占

め
、
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
結
局
、
中
園
古
代
の
城
郭
都
市
の
本
質
は
商
工
業
都
市
で
は
な

く
農
業
都
市
で
あ
り
、

「
戦
園
時
代
に
お
け
る
大
都
市
の
護
達
は
、
純
粋
に
経
済
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
最
も
多
く
政
治
的
、
或



い
は
軍
事
的
な
理
由
に
よ
る
繁
柴
で
あ
っ
た
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
氏
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
、

「
戦
園
時
代
に
中
園
の
都
市
と

一
商
業
は
著
し
い
渡
達
を
遂
げ
た
が
、
そ
れ
は
一
面
甚
だ
人
魚
的
且
つ
不
自
然
な
、
ま
た
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
も
の
」
で
あ
り
、

「
主
と
し
て
政
治

的
な
中
央
集
権
政
策
の
強
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
、
首
都
も
し
く
は
一
、
二
の
重
要
な
軍
事
都
市
に
限
ら
れ
て
お
り
、
大
多
数
の
地
方
都

市
は
依
然
と
し
て
、
む
し
ろ
微
力
な
農
業
都
市
に
止
ま
っ
て
い
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
代
の
都
市
の
規
模
に
つ
い
て
は
、

首
都
や
こ
れ
に
準
じ
る
都
市
は
大
都
市
と
し
て
護
達
し
た
が
、

い
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

一
流
都
市
で
高
戸
、
二
流
都
市
で
千
戸
、
そ
の
他
は
お
お
む
ね
二
、
三
百
戸
と

こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
そ
の
後
多
く
の
日
本
の
研
究
者
に
受
け
纏
が
れ
て
い
る
。
伊
藤
道
治
氏
は
こ
の
設
を
考
古
率
的
な
材
料
に
よ
っ
て
補

(
8
〉

〈

9
)

強
し
て
お
り
、
影
山
剛
氏
も
こ
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
承
認
し
て
こ
の
時
代
の
一
商
工
業
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
で
も
、
こ
の
時
代

(

叩

〉

(
U〉
〈

ロ

)

の
都
市
の
護
達
に
政
治
的
、
軍
事
的
な
要
因
を
重
視
す
る
考
え
方
は
、
池
田
雄
一
氏
、
五
井
直
弘
氏
、
佐
原
康
夫
氏
な
ど
の
都
市
論
に
見
ら
れ

る
が
、
上
越
の
宇
都
宮
氏
の
よ
う
な
見
方
は
む
し
ろ
少
数
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

- 3ー

で
は
、
こ
の
よ
う
な
相
劃
立
す
る
見
方
は
い
か
に
し
て
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
見
方
が
歴
史
的
に
正
し
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
近
年
、
古
代
都
市
に
閲
す
る
考
古
開
学
的
な
遺
跡
、
遺
物
の
護
見
が
豊
富
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
聞
に
劃
し
で
も
一
定
の
解
答
を
興
え

(
刊
日
〉

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
わ
た
し
は
、
先
に
「
戟
圏
三
菅
都
市
の
性
格
」
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
三
菅
地
域
の
都

市
に
限
定
し
て
、
考
古
屋

4

的
な
見
地
か
ら
こ
の
時
代
の
都
市
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
封
象
を
全
中
園
に
横
げ
て
考

え
て
み
た
い
。

戦
園
都
市
の
分
布
と
規
模

付

考
古
同
学
的
遺
跡
に
よ
る
検
討
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表

「
鞍
園
都
市
遺
跡
表
」
は
、

(

日

比

)

一
九
八
九
年
五
月
の
段
階
で
貫
見
す
る
こ
と
の
で
き
た
報
告
書
に
も
と
づ
い
て
、
戦
園
時
代
を
中
心
と
す
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る
都
市
遺
跡
の
所
在
地
と
規
模
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
の
ほ
と
ん
ど
の
遺
跡
は
、
時
間
的
に
前
の
春
秋
時
代
、
あ
る
い
は
後
の
漢

代
に
も
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
出
土
遺
物
か
ら
明
ら
か
に
戟
園
時
代
に
も
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
表
で
は
、

か
な
り
零
細
な
調
査
報
告
を
含
め
て
一
一
七
例
の
都
市
遺
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
一
に
も
と
づ
い
て
、
一
定
範
圏
内
の
都
市
遺
跡
の
位
置
と
規
模
を
示
し
た
も
の
が
圃
一
「
戦
闘
都
市
遺
跡
分
布
圃
」
で
あ
る
。
こ
の
地
固

で
は
、
遺
跡
の
規
模
を
城
壁
の
最
大
長
迭
で
示
し
た
。
凡
例
の
「
一
溢
二
回
以
上
」
、
「
一
遁
二
回
未
満
一
回
以
上
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
城
壁
の
最

大
長
漫
が
二
回
以
上
、
二
回
未
満
一
回
以
上
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
中
園
の
考
古
皐
の
報
告
書
で
は
、
城
壁
の
形
態
を
示
す
園
面
を
掲
載
し
、

そ
の
各
部
分
の
寸
法
を
明
記
し
た
も
の
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
園
面
を
載
せ
ず
に
東
西
、
南
北
の
城
壁
の
長
さ
の
み
記
す
も
の
、
あ
る
い
は
城

壁
の
全
長
(
周
長
)
の
み
を
記
す
も
の
や
、
さ
ら
に
遺
跡
の
面
積
の
み
を
記
す
も
の
な
ど
、
き
わ
め
て
簡
略
な
報
告
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
報

告
書
の
朕
況
で
は
都
市
遺
跡
の
規
模
の
正
確
な
比
較
は
翠
み
ょ
う
は
な
い
し
、
ま
た
不
可
能
で
あ
る
。
分
布
固
で
都
市
の
規
模
を
最
長
遁
の
み

で
示
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
資
料
の
献
況
に
よ
る
。
確
か
に
、
城
壁
は
必
ず
し
も
直
線
的
で
は
な
く
、
か
な
り
複
雑
に
屈
曲
し
た
も
の
も
あ

る
。
ま
た
、
都
市
の
形
が
正
方
形
に
近
い
も
の
と
長
方
形
の
も
の
と
で
は
、
賞
然
そ
の
規
模
は
異
な
っ
て
く
る
。
だ
が
、

こ
れ
も
一
遁
を
一

- 5 ー

回
、
二
回
と
い
う
よ
う
に
大
き
く
区
分
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
部
分
を
除
い
て
、
質
際
の
規
模
を
大
き
く
外
れ
る
こ
と
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。
な
お
、
周
長
の
み
し
か
わ
か
ら
な
い
場
合
は
そ
の
四
分
の
一
を
一
過
の
長
さ
と
し
、
面
積
の
み
の
場
合
は
そ
の
卒
方
根
を
一
遁
の

長
さ
と
恒
定
し
た
。

表
一
に
は
一
一
七
例
の
都
市
遺
跡
を
由
挙
げ
た
が
、
う
ち
一
九
例
は
報
告
書
に
規
模
の
記
載
が
な
く
、
残
る
九
八
例
が
一
躍
規
模
の
わ
か
る
も

の
で
あ
る
。
う
ち
一
遁
が
一
回
以
上
の
も
の
は
五
六
例
あ
り
半
数
を
越
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
一
遣
が
二
回
以
上
の
も
の
は
二
九
例
も
あ

玉
城
は
も
と
貌
の
首
都
、

る
。
二
回
以
上
の
も
の
に
は
、
園
都
を
多
く
含
み
、
と
り
わ
け
四
加
を
越
え
る
も
の
は
戟
園
時
代
の
大
圏
の
首
都
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

M
馬

口
霊
蕎
古
城
は
中
山
、
町
鄭
韓
故
城
は
韓
、
釘
臨
楢
故
城
は
斉
、
川
紀
南
城
は
楚
の
首
都
で
あ

お
大
北
城
は
越
、

一
遁
が
九
回
に
達
す
る
W
燕
下
都
は
燕
の
首
都
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
園
の
首
都
が
き
わ
め
て
巨
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
宮

199 

り
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表一 戦園都市遺跡表

城 祉 名 所在地 | 規(東西模，南北m〉 出 典

1.古膏陽城 山西， 菅原 3600? 2700 文62-4・5
2. i路城古城 山西， 泌城 210-. 350- 文部-6
3.長子 古 城 山西， 長子 590-. 1840 考皐84-4
4.古 羊 舌 城 山西，洪同 1300. 580 考63-10

5.越 康古城 山西， 譲治 1650. 2700 考63-10
6.故 唐 域 山西，努城 勺 文82ー 7

7.北 寄 城古城 山西，奨域 800. 800 文82ー 7

8.故 翼 城 山西， 箆城 q 文82ー 7

9.北絡 故城 山西， 翼減 。 文82ー 7

10.牛 村 古城 山西，侯馬 1400. 1740 考59ー 5

卒 望 古 城 山西，侯馬 1100 ? 1300? 侯馬盟書

白広古城 山西，侯馬 800? 1000? 侯馬盟書

馬妊古城 山西， 侯馬 500? 300? 侯馬盟書

程王古城 山西， 侯馬 600. 500 文88-3

11.曲沃 古城 山西，曲沃 3100. 2600- 考59-5

12.大馬 古 城 山西， 関喜 998. 980 考63-5

13.沿陰故域 山西， 寓祭 勺 考59-4

14.属 主 城 山西， 夏j孫 3565. 4980 考63-9

15.古 貌 城 山西，丙城 1150. 1268 文62-4・5

16.筆陰古城 侠西， ~陰 140-. 285 考59-11

17. ~盛寄古城 河北， 卒山 4000， 4500 第三衣年舎

18.高城故城 河北， 議城 48600m2 文叢1

19.元氏故城 河北，元氏 1100. 1100 文叢1

20.柏 暢 域 河北， 臨城 420. 600 文88-3

21. 柏 人 城 河北，内丘 ? 河北選集

22.柏 人 城 河北， 隆莞 。 文88-3
23.固 銀 城 河北，法螺 ? 河北選集

24.午汲古城 河北， 武安 889， 768 考通57-4
25.越王域(東〉 河北，師範 926. 1442 文81-12

〈西〉 河北，部郡 1354. 1390 文81ー 12

〈北〕 河北，郡部 1410， 1520 文81-12

大 北 城 河北，郎郭 3240. 4880 文81-12

26. 白 陽 城 河北， 磁l孫 勺 河北選集

27.議武古城 河北，磁豚 1140. 1277 考59ー 7

28. 干し 慢 域 河南，r僕陽 周長1520 河南

29.戚 城 河南，淡陽 1高m2 中原86-4

30.奥 起 域 河南，延津 周長7600 河南

31. 共 城 河南，輝l孫 1200. 1300 中原83特

32.焦作古 城 河南， ，焦作 295.5. 277 文58-4

33 州 城 河南， 温豚 1680， 1780 文部-3

- 6-
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34.北卒泉古城 河南，温豚 周長4000徐 文82ー 7

35. f~ 部古城 河南.r.ら陽 53高m2 河南

36.車只城古城 河南，済源 周長8000 河南

37.宣陽古城 河南，宜陽 1810. 2220 中原88-3

38.東周 王 城 河南，洛陽 2890. 3000- 考察59-2

39.古城遺社 河南，伊川 ? 河南

40.古城慶趨 河南，汝陽 。 考58-1

41.劉園故城 河南，繰氏 650. 1220 中原85-4

42.慶陽故城 河南，臨汝 周長6800 河南

43.滑 域 河南，健氏 1000. 2000 考64-1

44.米北古城 河南，翠豚 110. 350 中原86-4

45.陽 城 河南，登封 700. 2000 文77-12

46.大 索 減 河南. ~走陽 1000. 500 河南

47. Ij、 索 城 河南，紫陽 1000. 600 河南

48.京 護 城 河南，紫陽 1500. 2000 河南

49.塁走陽故城 河南，紫陽 2012. 2016 中原83特

50.河陰故域 河南. ~提陽 500-. 400- 中原86-4

51.常 廟 城 河南，鄭州 局長5000自主 中原86-4

52.飾汁l商城 河南，鄭州 1700. 1870 文叢1

53.道李故城 河南，鄭州 ? 中原86-4

54.西 古 域 河南，中牟 周長2000 河南

55.東 古 域 河南，中牟 周長2000 河南

56.華陽故域 河南，新郷 周長5000 河南

57.鄭韓故城 河南，新郷 5000. 4500 文叢3

58.康城村古城 河南，馬県高 周長3000 河南

59.八里鐙古城 河南，馬豚 周長3000 河南

60.古城村古城 河南，馬豚 周長5200 河南

61.廓陵古城 河南，廓E愛 998. 1595 考63-4

62.扶溝古城 河南，扶溝 480. 800 中原83-2

63.西不重量減 河南，婆鯨 周長1500 河南

64.舞渡古城 河南，舞陽 周長5500 考遁58-1

65.合伯故城 河南，舞陽 周長6500 河南

66.斗城故城 河南，途卒 周長2086 河南

67.奥房故城 河南，途卒 周長3775 河南

68.奈園故城 河南，上禁 2700. 3187 江漢85-2

69.喬水古城 河南，荷水 800. 500 考83-9

70.宋園故城 河南，商丘 周長10000 河南

71.西峡古城 河南，西峡 800. 850 考遁56-2

72.南陽古城 河南，南陽 ? 考遁56-2

73.楚 王 減 河南，信陽 周長3587 河南

74.建安故城 河南，正陽 周長10000 河南

75.息図故城 河南，息豚 周長2532 河南
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76.新薬故城 河南，新奈 周長3215 河南
77.貧困故城 河南，演川 1800， 1650 中原86-1
78 蒋園故城 河南， r佐潰 周長4400 河南
79.馨 園故減 河南，回始 周長13500 河南
80.曲阜魯故城 山東，曲阜 3500， 2500 魯故城
81.東 周故城 山東， 澗水 800， 700 考65ー 1
82. 帝己 王 城 山東，豊臣豚 2530， 1180 考65-12
83.康 王 域 山東，fAl豚 300， 500 集刊3
84.勝城(内城〉 山東，s事豚 850， 590 考65-12
85.醇 城 山東，膝際、 3265， 2480 考65-12
86.薪 l際古城 安徽，宿豚 ?， 1000 文78-8
87.臨溢故城 山東，臨楢 3316， 5209 文72-5
88.安卒故域 山東，臨f箇 ? 文88-2
89.減 肇故城 山東，盆都 勺 文88-2
90.紀園 故城 山東，安丘 勺 文86-3
91.盤 古 城 山東.五蓮 236， 213 文86-3
92.鐙山衡故城 山東，肢南 ? 文86-3
93.燕 上 都 河北，北京 ? 考80-2
94.重村古城 河北，房山 1400， 800 文59-1
95.長溝古城 河北，房山 500， 500 文59-1
96.察荘古城 河北，房山 300， 300 文59-5
97.燕 下 都 河北，易鯨 9046， 3980 考学65-1
98.唐 燃古 城 河北，唐豚 750， 750 文57-8
99.郵 城 湖北，袈陽 ? 江漢83-2
100.欧廟土城 湖北，褒焚 2250， 4200 江漢80-3
101.蘇 故 城 湖北，宜城 1500， 2000 江漢85-2

102. *δ 南 城 湖北，江陵 4502， 3751 考皐82-3
103.安居古城 湖北，随州、| 800， 1000 江漢84-4
104.雲夢故 城 湖北，雲夢 1600， 1000 江漢83-2
105.自 主 城 湖北，大悟 残長100 江漢85-3
106.作 京 城 湖北，黄阪 200， 144 江漢85-4

107.馬 王 城 湖北，賛同 ? 江漢87-1
108.草王 明古城 湖北，大冶 周長945 江渓84-4
109.那王故城 湖北，大冶 500， 400 江渓83-3
110.西 古 城 安徽，六安 20蔦m2以上 文88-2
111. 干日 城 江蘇，揚j十| 1980， 1400 文79-9
112.湾 城 江蘇，常州 850?， 700? 女59-4
113.古悶 関 城 江蘇，無錫 局長1500 考58-1
114.越 城 江蘇，蘇州 400， 450 考82-5
115.薙 城 侠西，鳳朔 3300， 3200 考輿文85-2
116.成陽故 城 侠西，威陽 ? (902， 576) 考輿文88-5・6
117.機 陽故城 険西，臨澄 2500， 1600 考察85-3
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崎
氏
の
考
え
は
誤
っ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
戦
園
時
代
に

E
大
都
市
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
も
、
都
市
遺
跡
の
規
模
か
ら
見
て
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
現
在
、
西
周
か
ら
春
秋

時
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
規
模
の
わ
か
る
都
市
遺
跡
は
一
六
例
確
認
で
き
る
が
、

(

日

)

な
し
。

一
遁
が
一
回
を
越
え
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
三
例
に
す
ぎ

一
方
、
秦
漢
時
代
で
規
模
の
わ
か
る
も
の
は
一
躍
七
一
例
確
認
で
き
る
。
こ
の
う
ち
一
連
一
回
以
上
の
も
の
は
二

O
例
あ
る
が
、

(

日

〉

二
回
以
上
の
も
の
と
な
る
と
八
例
と
少
な
く
な
る
。
現
在
確
認
で
き
る
秦
漢
時
代
の
都
市
遺
跡
は
、

遼
寧
、

内
蒙
古
、
車
内
海
な
ど
遁
境
の
小
さ

(

ロ

)

な
軍
事
的
都
市
を
多
く
含
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
伊
藤
道
治
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
ご
と
く
、
漢
代
に
な
る
と
都
市
が
縮
小
す
る
こ
と
は

確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
戦
園
時
代
に
は
確
か
に
都
市
の
爆
渡
的
護
達
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
戟
園
都
市
遺
跡
分
布
園
」
に
よ
っ
て
都
市
遺
跡
の
分
布
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
遺
跡
の
集
中
し
て
い
る
い
く
つ
か 謹

次
に
、
園
一

の
地
域
が
見
出
さ
れ
る
。
特
に
集
中
の
著
し
い
地
域
は
河
南
省
中
央
部
で
あ
る
。

担
共
域
以
南
、

mw
呉
房
故
域
以
北
、

幻
宜
陽
古
城
以
東
、

69 
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一
商
一
水
古
城
以
西
の
東
西
、
南
北
そ
れ
ぞ
れ
二
五

O
M前
後
の
範
圏
内
に
四

O
の
遺
跡
が
集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
範
圏
内
に
は
一
謹
二

回
以
上
の
遺
跡
九
、

一
溢
二
回
未
満
か
ら
一
回
以
上
の
遺
跡
一
三
を
含
み

一
回
以
上
の
も
の
が
半
数
を
越
え
る
。
と
り
わ
け
、

E
大
都
市
の

集
中
度
の
高
い
地
域
は
、
現
在
の
洛
陽
、
鄭
州
の
周
迭
で
あ
り
、

(

国

)

で
散
在
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
以
外
に
も
、
山
西
省
南
部
、
山
東
省
東
部
、
准
水
上
流
、
そ
し
て
太
行
山
脈
ぞ
い
に
遺
跡
の
集
中
し
た
地
域
が

認
め
ら
れ
る
が
、
以
上
の
河
南
省
中
央
部
と
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
。

一
漫
一
回
を
越
え
る
遺
跡
が
直
線
距
離
で
大
睦
四

O
M
か
ら
二

O
回
の
開
隔

AV
R

-

手

、
a

、

中
h

，刀

こ
の
よ
う
な
都
市
遺
跡
の
分
布
の
み
に
よ
っ
て
、
戦
園
時
代
に
河
南
省
中
央
部
に
の
み
穎
著
な
都
市
の
集
中
的
護
達
が
起
こ
っ
た
と

は
即
断
で
き
な
い
。
寅
の
と
こ
ろ
、
現
在
の
中
園
に
お
け
る
都
市
遺
跡
の
調
査
の
進
行
程
度
に
は
明
ら
か
に
精
粗
が
あ
る
の
で
あ
る
。
遺
跡
の

〈

m
m
)

最
も
集
中
し
て
い
る
河
南
省
は
、
全
圏
的
に
見
て
遺
跡
の
一
般
調
査
は
か
な
り
準
ん
で
い
る
が
、
他
の
地
域
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
。
園
一
の

ご
と
く
、
河
南
省
中
央
部
が
都
市
の
集
中
し
て
護
達
し
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
他
に
同
じ
よ
う
に
都
市
の

203 

集
中
震
達
し
た
地
域
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
都
市
の
分
布
や
規
模
に
関
し
て
は
、
他
の
材
料
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
る
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必
要
が
あ
る
。

ω
出
土
文
字
資
料
に
よ
る
検
討

戦
園
時
代
に
な
る
と
、
貨
幣
や
銅
器
、
漆
器
、
陶
器
な
ど
の
器
物
に
地
名
を
鋳
込
ん
だ
り
、
刻
し
た
り
し
た
銘
文
が
多
く
な
る
。

こ
う
し
た

(

ぬ

)

地
名
は
、
そ
の
器
物
を
使
用
す
る
場
所
を
示
す
場
合
も
あ
る
が
、
多
く
は
製
造
し
た
場
所
を
一
万
す
。
し
た
が
っ
て
器
物
に
附
さ
れ
た
地
名
に
よ

っ
て
、
そ
の
製
作
場
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
製
作
場
の
所
在
地
は
、
単
な
る
農
業
を
中
心
と
す
る
集
落
で
は

な
く
、
多
く
の
場
合
、
あ
る
程
度
の
経
済
力
を
有
す
る
都
市
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
貨
幣
や
銅
器
を
鋳
造
し
た
と
こ
ろ
は
相

醸
の
都
市
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

貨
幣
を
含
め
た
銅
器
の
需
造
に
は
、

青
銅
の
材
料
の
調
達
と
溶
解
、

鋳
型
の
製
作
と
寅
際
の
鋳
造
な

ど
、
高
度
の
技
術
と
分
業
化
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
経
済
的
基
盤
が
必
要
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
中
で
も
貨
幣

の
場
合
は
、
そ
れ
を
護
行
す
る
に
は
、
そ
の
信
用
を
支
え
る
こ
と
の
で
き
る
経
済
力
が
不
可
依
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
賞
際
に
、
貨
幣
や
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銅
器
を
製
造
し
た
の
が
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
都
市
遺
跡
と
の
開
係
で
も
誼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
貫
の
都
市
遺
跡
の
内
部
に
そ
う
し
た

製
作
場
の
遺
跡
が
護
見
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
都
市
遺
跡
が
比
定
さ
れ
て
い
る
地
名
と
同

一
の
地
名
が
貨
幣
や
銅
器
に
も
見
ら
れ
る
場
合
が
か
な

(

紅

)

り
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
代
の
器
物
、
と
り
わ
け
貨
幣
や
銅
器
の
地
名
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
的
な
力
を
も
っ

た
都
市
の
分
布
を
あ
る
程
度
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

表
二
「
戦
園
出
土
文
字
資
料
地
名
表
」
は
、
貨
幣
、
銅
器
、
漆
器
、
陶
器
な
ど
に
附
さ
れ
た
製
造
地
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
地
名
の
中
で
、

位
置
を
比
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
一
覧
表
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
表
の
地
名
の
比
定
地
と
前
出
の
固
一

「
戦
園
都
市
遺
跡
分
布
園
」

の
都
市
遺
跡
の
位
置
と
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
が
園
二
「
戟
園
都
市
分
布
園
」
で
あ
る
。

地
名
を
有
す
る
器
物
で
最
も
地
名
の
種
類
が
多
い
の
は
貨
幣
で
あ
る
。
戦
園
時
代
に
は
、
様
々
な
形
態
の
貨
幣
が
園
や
都
市
で
護
行
さ
れ
、

(

詑

)

そ
の
大
部
分
に
地
名
が
鋳
込
ま
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
三
菅
地
域
を
中
心
と
し
て
流
逼
し
た
と
み
な
さ
れ
る
尖
足
布
と
方
足
布
に
鋳
込
ま
れ

(
お
〉

た
地
名
の
種
類
は
非
常
に
多
い
。
鄭
家
相
『
中
園
貨
幣
護
展
史
』
に
よ
る
と
、
前
者
の
地
名
は
=
二
種
類
、
後
者
の
地
名
は
六
六
種
類
に
の
ぼ
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表二 戦園出土文字資料地名表

地 名 i審議|貸 幣|銅 そ の 他

1.嚢 尖足布

2. {新部城?? 尖尖足足布布 武器

3.孟 尖足布

4.菅陽 1 
尖園直足足万布布.橋圏形銭布，， 

5.検次 方足布，尖足布

6.陽邑 高足足布布，尖足布，

7.闘輿 武器

8.市E 方足布

9. 主主氏 尖足布，園足布 武器

10.西都 尖足布

11.中都 方足布，尖足布

12.卒周 尖足布，園足布 武器?

13.鄭 方足布

14.漆垣 武器，衡器

15.蘭
方圏直足足万布布.尖国足銭布，， 

16.離石 尖園足銭布，園足布，

17.中陽 尖足布

18.浬 方足布

19.上禁 武器

20.哀垣 方足布

21.銅緩 方足布

22.屯留 方足布

23.瀦 2 方足布 武器

24.長子 3 方足布 武器，容器

25.蒲子 方足布，尖足布 武器

26.箆 方足布，橋形布 武器

27.大陰 尖足布，固足布

28.北屈 方足布

29.卒陽 方足布

30.皮氏 方足布

31. (新田) 10 大型空首布〈製 陶範〈製作場〉 (陶器，骨器製作場〕
作場〉

32.安巴 14 橋形布 容器

33.垣? 橋形布，固銭

-11ー



206 

34.良 橋形布，園銭
35.祭錆氏 方足布
36.蒲坂? 橋形布 武器
37.陰警 16 方足布，橋形布 武器
38.焦 武器
39. 1提? 尖足布

40. 盛氏 空足布首布， 鋭角方

41. C中山〉 17 直力(製作場〉 (製作場〉 !(鰭担ZS玉器)
42.儲 武器
43.柏人 21 直刀

44.邪 武器

45.馬服 方足布

46.武安? 24 尖足布，空首布 (陶器製作場〉
47.郁郎 25 尖布足布，，大型空 武器，容器 (陶器，棚， 骨器， ) 首 直万 石器製作場
48.業s 武器

49.卒邑 方足布

50.頓丘 武器

51.朝歌 武器

52.共 31 
方首図布足銭布)，橋，C形大布型空 武器

53.高都 方足布 |武器?

54.長垣 園銭

55.酸秦 方足布

56. {I府徐 武器

57.安城 空首布，園銭 武器

58.寧 方足布? 武器，容器

59.宅陽 方足布

60.隈城 方足布

61.山陽 橋形布

62.子F 35 方足布 武器

63.州 33 武器，容器

64.那丘 34 l陶器

65.東周 方園足銭布，空首布，

66.卒陰 方足布

67.西周〈玉城〉 38 園銭 武器? !C陶器，骨器，玉器製作場)

68.宜陽 37 方足布 容器

69.新城 39 尖足布? 武器

70.総氏 方足布? 武器 |銀容器

- 12-



207 

71.陽人 42 尖足布?

72.陽城 45 方足布 武器 |陶器. (餓器製作場〉

73.京 48 橋形布

74.祭陽 49 

75.事〈管) 52 空首布 陶器

76.梁〈大梁〉 方足布，橋形布 武器，容器

77.啓封 武器

78.鄭 57 武作場器)容器 (製 I ~器陶製器作，場織)器，漆，骨器懸， 玉

79.獲氏 60 武器

80.梧 武器

81.許 方足布 |漆器

82.桐丘 武器

83.魯陽 方足布，三孔布

84. 申陰 |武器

85.畷 金版

86.武卒 尖足布? 武器?

87.郵 武器

88.阿 武器

89.卒原? 方足布

90.霞? 万銭

91.無聾 武様

92.卒陸 武器

93.侃 武掠

94.武城 武器

95.令丘 武器

96.専E 金版

97.菖? 万銭

98.斉(臨猶〉 87 園刀銭銭?(製作場). (製作場〉 |場陶)器. (鍛器，骨器製作

99.高密 武器

100. ~O墨 万銭

101.葱 方足布

102.燕(下都〉 97 園刀銭銭?(製作場).I (製作場).武器 I製陶作器場。(j製作場). (銭器

103.盆昌 方足布

104.武坪 尖足布 武器?

105.邸 102 金版 (製作場〉

106.安陸 104 陶器

107.径奴 方足布 武器

108.烏氏 l陶器

109.兎 115 武器，容器

- 13ー
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陶器

陶器

陶器

陶器(製作場)， (鍛器製
作場)，漆器

陶器

陶器

陶器

陶器， (銭器製作場〕

陶挺

陶器

陶器(製作場〕

陶器，(銭器製作場〉

110. 美陽

111.好時

112.雲陽

113.威陽 武器

武器

116 

117 

114.杜豚

115.韮陽

116.麗邑

117.機陽

118.頻陽

119. 臨菅

120.格氏

121.陽城 方足布?

47 

69 

る
。
こ
の
よ
う
な
貨
幣
に
鋳
込
ま
れ
た
地
名
は
、
そ
の
貨
幣
を
震
行
し
た
都
市
を
示
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
都
市
の
分
布
を
考
え
る
材
料
と
し
て
使
え
る
わ
け

匹
、
斗

ι
p
ふ、。

寸

't
・7

L

問
題
の
一
つ
は
銘
文
の
讃
み
方
に
異
設
が
あ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
誼
み

方
に
問
題
が
な
く
て
も
、
地
名
の
比
定
が
困
難
な
も
の
が
か
な
り
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
皐
字
を
鋳
込
ん
だ
方
足
布
は
、
郵
と
讃
ん
で
快
西
省
事
鯨
と
す
る
説
、
豊
と
讃
ん
で

陳
西
省
山
陽
鯨
と
す
る
読
や
、
盛
田

(
1注
)
と
讃
ん
で
河
南
省
臨
汝
鯨
東
南
と
す
る
設
な
ど

(
M〉

が
あ
る
。
こ
の
貨
幣
は
、
前
二
者
と
す
る
と
秦
の
も
の
と
な
り
、
後
者
と
す
る
と
韓
の
も
の

と
な
る
。
ま
た
、
方
足
布
A

句
史
も
讃
み
方
が
大
き
く
分
か
れ
る
貨
幣
で
あ
る
。
斉
貝
と
讃
ん

- 14ー

で
斉
の
貨
幣
と
す
る
読
、

貝
丘

(
H浦
丘
)
と
讃
ん
で
山
東
省
博
輿
鯨
東
南
と
す
る
説
、

検

と
讃
ん
で
山
西
省
検
次
市
と
す
る
説
が
あ
り
、
さ
ら
に
索
、
文
貝
、
丘
貝
な
ど
と
誼
む
説
も

(

お

)

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
銘
文
の
讃
み
方
に
異
説
が
あ
る
た
め
地
名
比
定
が
困
難
な
貨
幣
は
か

(

お

)

な
り
の
数
に
の
ぼ
る
。
も
う
一
つ
の
、
讃
み
方
に
は
問
題
が
な
い
が
地
名
比
定
が
困
難
な
も

の
の
典
型
的
な
例
と
し
て
「
安
陽
」
方
足
布
が
あ
る
。
こ
の
貨
幣
に
つ
い
て
、
鄭
家
相
氏
は

「
安
ロ
巴
の
陽
」
と
理
解
し
て
山
西
省
夏
鯨
西
北
と
す
る
が
、
王
航
詮
氏
は
河
北
省
臨
城
廓
南

(

幻

〉

と
し
、
ま
た
山
東
省
曹
鯨
東
と
す
る
設
も
あ
る
。
こ
の
他
、
文
献
史
料
に
同
一
地
名
が
各
地

(

お

)

に
い
く
つ
も
現
れ
る
場
合
や
、
文
献
史
料
に
全
く
現
れ
な
い
場
合
も
地
名
の
確
定
は
困
難
で

(
勾
)

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
貨
幣
の
地
名
比
定
に
は
多
く
の
問
題
が
あ
る
が
、
表
二
や
園
こ
で
は
、

ま
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ず
讃
み
方
に
問
題
が
な
く
、
地
名
比
定
に
も
異
説
が
な
い
も
の
を
中
心
に
取
り
翠
げ
た
。
そ
し
て
、
地
圃
上
の
位
置
は
、
地
名
考
誼
の
い
き
と

(

鉛

)

ど
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
語
其
駿
主
編
『
中
園
歴
史
地
圃
集
第
一
般
』
の
戦
園
部
分
を
利
用
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
地
園
集
に
見
ら
れ
な
い

地
名
で
も
、
研
究
者
に
よ
る
従
来
の
地
名
比
定
に
問
題
が
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
は
用
い
た
。
ま
た
、
地
名
比
定
に
異
説
が
あ
る
も
の
で
も
、

(
引
叫
)

安
首
と
思
わ
れ
る
読
は
用
い
た
場
合
も
あ
る
。

製
造
地
名
を
刻
し
た
銅
器
に
関
し
て
、
三
菅
地
域
の
も
の
に
つ
い
て
整
理
し
た
も
の
と
し
て
は
、
寅
盛
産
「
試
論
三
五
日
兵
器
的
園
別
和
年
代

(
回
)

及
其
相
閲
問
題
」
が
あ
り
利
用
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
武
器
の
製
造
地
名
と
し
て
、
韓
で
は
一
一
、
越
で
は
八
、
競
で
は
一
七
皐
げ
ら
れ
て
お

り
、
さ
ら
に
関
連
す
る
貨
幣
、
銅
容
器
(
銀
器
も
含
む
〉
も
附
さ
れ
、
そ
の
製
造
地
の
位
置
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。
表
二
と
圃
二
の
銅
器
に
開

し
て
は
、
基
本
的
に
こ
れ
に
依
援
し
た
。
た
だ
し
、
地
名
が
上
述
の
貨
幣
と
重
な
る
も
の
は
、
貨
幣
の
地
名
比
定
に
合
わ
せ
た
。
な
お
責
氏
の

(

お

)

論
文
程
表
後
に
公
表
さ
れ
た
材
料
で
地
名
比
定
の
可
能
な
も
の
は
適
宜
追
加
し
た
。

な
お
、
三
菅
地
域
以
外
の
銅
器
で
製
造
地
名
を
記
し
た
も
の
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
斉
と
秦
に
例
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
秦
に
つ
い
て

(

鈍

〉

(

お

)

は
、
新
し
い
材
料
に
も
と
づ
い
て
整
理
し
て
い
る
佐
原
康
夫
氏
の
論
考
を
参
照
し
、
膏
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
戦
園
出
土
文
字
資
料
概
述
」
の
斉

- 16-

の
銅
器
の
部
分
に
よ
っ
た
。

こ
の
他
に
、
製
造
地
名
を
記
し
た
器
物
と
し
て
は
漆
器
、
陶
器
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
主
と
し
て
前
掲
の
拙
稿
を
用
い
た
。
漆
器
に
閲
し
て

は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
銘
文
か
ら
製
造
地
名
が
知
ら
れ
る
の
は
、
河
鄭
、
目
許
、

M
威
(
威
陽
〉
、
成
(
成
都
)
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
か

〈お

)

1

な
り
大
き
な
都
市
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
陶
器
に
閲
し
て
は
、
そ
の
出
土
材
料
は
秦
に
片
寄
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
秦
で
陶
器
に
製
造
地

名
を
入
れ
る
習
慣
が
一
般
化
し
て
い
た
た
め
と
み
ら
れ
、
陶
器
製
造
地
の
分
布
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
陶
器
の
製
造
が
都
市
で
も
行

な
わ
れ
た
こ
と
は
、
都
市
遺
跡
内
に
そ
の
遺
跡
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
寵
さ
れ
る
が
、
製
造
地
は
必
ず
し
も
都
市
だ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
陶
器
製
造
は
、
歴
史
的
に
み
て
も
、
農
村
で
も
十
分
可
能
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
製
造
地
名
を
入
れ
て
そ
の
品
質
の
保
誼
を
行
な

か
な
り
の
大
量
生
産
が
推
定
で
き
、
こ
れ
ら
の
陶
器
製
造
地
は
あ
る
程
度
の
規
模
の
都
市
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ

っ
て
い
る
舶
、



と
は
、
秦
の
場
合
を
見
て
も
そ
の
地
名
は
ほ
と
ん
ど
秦
漢
時
代
に
豚
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

(

幻

〉

こ
の
よ
う
な
陶
器
の
製
造
が
始
ま
る
の
は
、
考
古
事
的
に
み
て
戦
園
末
あ
る
い
は
秦
の
天
下
統
一
以
後
の
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、
秦
で

以
上
、
園
二
「
戟
園
都
市
分
布
園
」
に
用
い
た
材
料
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
こ
こ
で
そ
の
分
布
傾
向
を
見
て
み
よ
う
。

で
わ
か
る
の
は
、
や
は
り
河
南
省
中
央
部
に
集
中
が
見
ら
れ
、
し
か
も
都
市
遺
跡
と
も
か
な
り
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

一
見
し

っ
て
、
河
南
省
中
央
部
に
都
市
の
濃
密
な
集
中
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
っ
そ
う
確
貫
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
河
南
省
南
部
で
は

ほ
と
ん
ど
重
な
り
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
地
域
は
、
戦
園
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
楚
の
支
配
下
に
入
る
地
域
で
あ
り
、
楚
の
支
配
の
あ
り
方
と
な

ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
分
布
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
、
山
西
省
南
部
の
康
い
地
域
に
分
布
が
贋
が
っ
て
い
る
貼
で
あ
る
。

と
く
に
、
扮
水
流
域
に
分
布
が
集
中
し
て
お
り
、

し
か
も
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
貨
幣
の
護
行
地
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
ど
の
程
度
の
都
市
で
あ
っ

た
か
は
、
都
市
遺
跡
と
ほ
と
ん
ど
重
な
っ
て
い
な
い
た
め
明
ら
か
で
な
い
が
、
貨
幣
護
行
を
支
え
る
こ
と
の
で
き
る
あ
る
程
度
の
経
済
力
を
有

要
す
る
に
、
出
土
文
字
資
料
に
も
と
づ
く
都
市
分
布
は
、
都
市
遺
跡
の
分
布
に
比
べ
て
、
そ
の
集
中
地
域
は
か
な
り
贋
が
る
も
の
の
、
中
心

- 17ー

し
た
都
市
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

部
で
は
密
集
し
、
周
漫
部
で
は
ま
ば
ら
で
あ
る
と
い
う
構
園
は
嬰
ら
な
い
。
河
南
省
、
山
西
省
南
部
の
い
わ
ゆ
る
三
菅
地
域
に
は
都
市
の
密
集

が
見
ら
れ
る
の
に
劃
し
て
、
そ
の
周
漫
部
で
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
出
土
文
字
資
料
に
よ
る

都
市
の
分
布
の
推
定
に
も
様
々
な
問
題
が
存
在
し
、
以
上
の
検
討
で
も
十
全
と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
推
定
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た

め
、
以
下
に
お
い
て
文
献
史
料
に
よ
る
検
討
を
行
な
っ
て
お
き
た
い
。

文
献
史
料
に
よ
る
検
討

〈

鈎

〉

す
で
に
拙
稿
「
戟
圏
三
晋
都
市
の
性
格
」
で
も
ふ
れ
た
と
お
り
、
三
菅
地
域
の
あ
る
部
分
で
は
、
か
な
り
の
敷
の
大
都
市
を
含
む
多
数
の
都

市
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
文
献
史
料
に
よ
っ
て
も
詮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
『
史
記
』
競
世
家
に
は
、
貌
が
安
麓
王
の
頃
ま
で
に

同
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秦
に
奪
わ
れ
た
鯨
の
数
は

「
山
南
、
山
北
、
河
外
、
河
内
の
大
願
数
十
、
名
都
数
百
」
で
あ
っ
た
と
あ
る
。

「
山
南
、
山
北
」
と
は
山
西
省
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南
部
の
中
篠
山
の
南
北
、
「
河
外
、
河
内
」
と
は
河
南
省
内
の
黄
河
の
南
北
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
、
競
都
大
梁
以
西
の
説
の
領
土
内

に
は
、
大
都
市
が
数
十
、
そ
の
他
名
の
あ
る
都
市
は
数
百
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
競
地
に
郷
接
す
る
西
周
君
の
領
土
内
に
つ
い
て

(

叩

叩

)

は
、
宮
崎
氏
が
前
掲
の
論
文
で
、
西
周
君
が
秦
に
劃
し
て
「
其
の
口
巴
三
十
六
、
口
三
高
」
を
童
く
献
じ
た
と
い
う
『
史
記
』
周
本
紀
の
記
事
か

ら
、
そ
の
都
市
は
せ
い
ぜ
い
二
、
三
百
戸
し
か
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
西
周
君
の
領
土
と
い
う
き
わ
め
て
狭
い
範
圏
内
の

こ
と
に
す
ぎ
ず

一
般
化
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、

『
史
記
』
穣
侯
列
俸
に
も

「
穣
侯
、
封
ぜ
ら
れ
て
四
歳
、
秦
将
と
な
り
貌
を
攻
む
。
説
は
河
東
の
方
三
百
里
を
献
ず
。

競
の
河
内

を
抜
き
、
城
大
小
六
十
品
駄
を
取
る
」
と
あ
る
。

河
南
省
の
黄
河
以
北
の
貌
地
に
は
大
小
の
都
市
が
六
十
除
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
は
、
競
都
大
梁
以
西
の
都
市
の
規
模
と
分
布
を
直
接
示
す
記
事
で
あ
る
が
、
大
梁
以
東
に
つ
レ
て
は
馬
王
堆
出
土
白
星
回
『
戦
園
縦
横
家

(
的
判
)

豊
田
』
の
第
二
六
一
章
に
注
目
す
べ
き
記
事
が
あ
る
。
こ
の
章
は
、
親
が
大
梁
東
南
の
郁
陵
を
秦
に
攻
め
ら
れ
た
時
、
あ
る
遊
説
家
が
視
の
将
軍
国

〈
考
査
〉
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
時
、
秦
が
取

っ
た
城
が
「
河
内
」
の
城
で
あ
る
と
す
る
と
、

儀
に
劃
し
て
行
な
っ
た
献
策
か
ら
な
っ
て
い
る
。
遊
説
家
は
こ
こ
で
、

の
城
、

高
家
の
邑
た
る
大
腕
十
七
、
小
燃
の
市
有
る
者
三
十
有
除
あ
り
」
と
述
べ

、
貌
王
に
都
大
梁
を
退
去
し
て
東
方
の
単
父
に
移
っ
て
反
撃

「
梁
の
東
地
、
な
お
方
五
百
齢
里
あ
り
。
市
う
し
て
梁
と
と
も
に
千
丈

- 18ー

す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
大
梁
よ
り
東
方
の
貌
の
領
地
内
に
は
ま
だ
、

(
但
)

一
寓
戸
の
人
口
を
擁
す
る
大
都
市
が

一
七
、
そ
れ
以
外
に
市
を
有
す
る
経
済
力
の
あ
る
都
市
が
三

O
以
上
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ

一
溢
が
千
丈
(
二
二
五
O
m)
の
城
壁
を
め
ぐ
ら

しろ
が
、
上
述
の
闘
二
「
戦
園
都
市
分
布
園
」
で
は
、
月
梁
(
大
梁
)
よ
り
東
の
地
は
全
く
空
白
と
な
っ
て
レ
る
。
こ
れ
は
、

『戦
闘
縦
横
家
書
』

の
誤
り
で
は
な
く
、
遺
跡
が
未
設
見
な
だ
け
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
史
上
、
黄
河
は
し
ば
し
ば
河
道
を
鑓
え
、
現
在
の
開
封
市
の
あ
る
大

(
川
悩
)

梁
の
あ
た
り
で
東
南
方
へ
流
出
し
て
い
た
こ
と
が
幾
度
か
あ
っ
た
。
北
宋
の
首
都
開
封
は
現
在
の
開
封
市
の
下
に
あ
り
、
戦
闘
時
代
の
大
梁
は

(

円

相

)

さ
ら
に
そ
の
下
に
あ
っ
て
、
そ
の
深
さ
は
一

O
mを
越
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
梁
は
、
黄
河
の
氾
濫
に
よ
る
土
砂
の
下
に
完
全
に
埋
ま
っ
て

お
り
、
そ
の
形
態
さ
え
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
地
域
の
他
の
戦
園
時
代
の
都
市
も
、
彪
大
な
土
砂
の
下
に
埋
ま
り
、
現
在
地
表
に
は
全
く
痕
跡
が



残
っ
て
い
な
い
の
も
嘗
然
で
あ
ろ
う
。

『
戟
園
縦
横
家
書
』
の
記
事
を
加
味
す
れ
ば
、
都
市
分
布
の
濃
密
な
地
域
は
、
河
南
省
の
中
央
部
の
よ

り
東
方
に
も
康
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

衣
に
、
三
菅
地
域
以
外
に
お
け
る
都
市
の
規
模
と
分
布
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
三
菅
地
域
の
よ
う
な
直
接
的
な
記
事
は
な
い

が
、
間
接
的
な
史
料
は
い
く
つ
か
あ
る
。
斉
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
氏
が
前
掲
論
文
で
用
い
て
い
る
『
史
記
』
繁
毅
列
俸
の
記
事
が
あ
る
。
前
二

八
四
年
、
燕
の
持
軍
祭
毅
が
湾
都
臨
諮
を
陥
し
た
後
の
こ
と
と
し
て
、
「
祭
毅
は
留
ま
り
て
斉
に
街
う
る
こ
と
五
歳
、
賓
の
七
十
徐
城
を
下
し
、

皆
郡
勝
と
な
し
て
、
以
っ
て
燕
に
属
せ
し
む
。
た
だ
濁
り
宮
と
郎
墨
と
の
み
い
ま
だ
服
さ
ず
」
と
あ
る
。
祭
毅
は
、
燕
軍
を
率
い
て
ま
た
た
く

〈
川
叫
)

ま
に
七

O
以
上
の
斉
の
城
を
占
領
し
、
抵
抗
を
績
け
た
の
は
宮
と
即
墨
と
い
う
こ
都
市
の
み
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
後
、
斉
の
将
軍
国
車
は

抵
抗
を
績
け
て
い
た
即
墨
に
擦
っ
て
燕
軍
を
破
り
、
ま
た
た
く
ま
に
奪
わ
れ
た
七

O
絵
城
を
回
復
し
て
し
ま
っ
た
。
宮
崎
氏
は
、
こ
の
記
事
に

た
だ
順
躍
し
て
去
就
を
定
め
る
の
み
で
、
そ
れ
自
身

「
斉
の
領
土
の
七
十
儀
城
と
い
う
も
の
は
全
く
あ
れ
ど
も
無
き
が
如
く
、
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も
と

e

つ
い
て
、

何
等
の
濁
立
性
を
有
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
事
責
に
お
い
て
そ
れ
は
人
口
も
少
な
く
、
富
力
も
貧
弱
で
、
軍
隊
も
お
か
れ
ぬ
単
な
る
農
業

都
市
で
、
甚
だ
無
力
な
存
在
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
氏
は
、
、
こ
れ
を
戦
闘
都
市
の
一
般
的
性
格
と
み
な
し
て
い
る
が
、
斉
に

限
っ
た
場
合
の
み
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
賓
の
吠
況
は
、
『
戦
園
策
』
越
策
三
に
み
え
る
先
の
田
皐
と
越
の
賂
軍
趨
者
と
の
曾
話
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。
田
翠
は
斉
を
回
復
し
た
後
、
越
の
恵
文
王
三

O
年
(
前
二
六
九
〉
、
斉
を
出
て
越
の
宰
相
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
越
奪
に
兵
法
に
つ
い

て
議
論
を
ふ
っ
か
け
た
。

車
、
之
を
聞
く
。
一
帝
王
の
兵
は
、
用
う
る
所
の
者
三
高
に
過
ぎ
ず
し
て
天
下
服
せ
り
、
と
。
今
、
将
軍
は
必
ず
十
高
、
二
十
蔦
の
衆
を
負

う
て
乃
ち
之
を
用
う
。
此
れ
皐
の
服
せ
ざ
る
所
な
り
。

こ
れ
に
封
し
て
、
越
奮
は
、
田
箪
の
論
が
兵
法
に
通
達
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
今
の
時
勢
も
わ
か
っ
て
い
な
い
と
し
て
反
論
す
る
。

古
は
四
海
の
内
分
か
れ
て
寓
園
と
漏
る
。
城
は
大
と
い
え
ど
も
三
百
丈
を
過
ぐ
る
者
な
く
、
人
衆
き
と
い
え
ど
も
三
千
家
を
過
ぐ
る
者
な
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し
。
而
う
し
て
集
兵
三
高
を
以
っ
て
此
を
距
ぐ
。
な
ん
ぞ
難
か
ら
ん
や
。

と
述
べ
、
さ
ら
に
、

今、

千
丈
の
城
、
高
家
の
邑
相
望
む
な
り
。

市
う
し
て
三
高
の
衆
を
以
っ
て
千
丈
の
城
を
固
ま
ん
こ
と
を
索
む
る
も
、
そ
の

一
角
を
も
存

せ
ず
し
て
野
戦
に
も
用
う
る
に
足
ら
ず
。
君
賂
に
此
を
以
っ
て
何
に
か
之
か
ん
と
す
。

こ
の
議
論
は
、
古
と
今
と
の
比
較
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
貫
際
に
は
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
現
朕
認
識
に
も
と
寺つ

い
て
い
る
と
み
な
し
て
よ

ら
れ
る
。

ぃ
。
国
車
は
も
と
買
の
賂
軍
と
し
て
宵
の
現
朕
を
、
趨
者
は
越
の
賂
軍
と
し
て
越
を
中
心
と
す
る
三
菅
地
域
の
現
吠
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え

と
く
に
、
田
単
の
認
識
に
は
、
先
に
少
数
の
兵
で
燕
の
占
領
軍
を
撃
破
し
た
貫
戦
経
験
が
大
い
に
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
宵
で
は
七
O
以
上
の
城
壁
を
持
っ
た
都
市
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は

「あ
れ
ど
も
無
き
が
如
」
き
小
都
市
に
過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、
三
寓

程
度
の
軍
隊
で
も
勝
利
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
賢
で
は

一
部
、
臨
楢
や
即
墨
な
ど
経
済
力
を
有
す
る
大
都
市
も
存
在
し
た
が
、

(

必

)

大
部
分
は
土
木
設
達
な
小
都
市
に
止
ま
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
劃
し
て
、

三
菅
地
域
で
は

「千
丈
の
城
、
前
門
家
の
邑
相
星

む
な
り
』
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
節
で
漣
ベ
た
欣
況
と
全
く
合
致
し
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
な
他
闘
の
領
土
の
迅
速
な
占
領
と
い
う
貼
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
事
例
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

一
つ
は
、
上
越
の
燕
が
将
軍
楽
毅
を
し
て
湾
を
攻
め
さ
せ
る
遠
因
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
前
三一

六
年
、
宵
は
燕
の
内
凱
に
乗
じ
て
そ
の
園

(

M
叩

)

都
を
占
領
し
た
が
、
そ
の
占
領
は
き
わ
め
て
速
や
か
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
燕
の
賓
と
国
境
を
接
す
る
地
域
に
は
、
買
の
軍
に
抵

抗
で
き
る
ほ
ど
の
都
市
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
春
秋
時
代
末
に
朔
る
例
で
あ
る
が
、
呉
が
楚
都
部
を
占
領
し
た
場

(

幻

)

『
春
秋
』
定
公
四
年
の
僚
に
よ
る
と
、
臭
は
柏
拳
で
楚
を
破
っ
た
後
、

十
日
で
楚
都
を
陥
し
て
い
る
。
呉
が
こ

の
よ
う

合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

に
迅
速
に
行
動
で
き
た
の
は
、

一
つ
に
は
楚
都
の
東
面
に
は
臭
の
背
後
を
突
く
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
有
力
な
都
市
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
他
、

他
園
の
占
領
と
い
う
こ
と
と
都
市
の
閲
係
で
興
味
深
い
の
は
、
秦
の
天
下
統

一
の
過
程
で
あ
る
。
秦
は
東
方
進
出
に
際
し
て
都
市



の
抵
抗
を
し
ば
し
ば
受
け
て
い
る
が
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
贋
さ
の
占
領
地
の
支
配
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
郡
を
置
い
て
い
る
よ
う
で

(
必
)

あ
る
。
こ
の
置
郡
の
過
程
を
見
れ
ば
、
そ
の
占
領
地
の
支
配
の
困
難
さ
の
程
度
が
わ
か
り
、
ひ
い
て
は
占
領
地
に
お
け
る
都
市
の
護
達
の
程
度

も
推
測
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
有
力
な
都
市
が
多
く
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
常
識
的
に
考
え
て
占
領
地
の
支
配
は
容
易
で
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
貫
に
、
越
氏
の
本
擦
で
あ
り
、
相
嘗
の
大
都
市
で
あ
っ
た
菅
陽
は
、
智
伯
と
そ
の
同
盟
の
韓
氏
、
競
氏
の
大
軍
に
包
囲

(

必

〉

さ
れ
な
が
ら
も
一
年
齢
り
た
っ
て
も
陥
ち
な
か
っ
た
。
ま
た
、
上
述
の
買
の
宮
や
即
墨
な
ど
も
(
表
二
の
ご
と
く
、
と
も
に
貨
幣
を
護
行
す
る
こ
と

〈印〉

が
で
き
る
経
済
力
を
有
す
る
都
市
で
あ
っ
た
て
燕
軍
に
攻
囲
さ
れ
な
が
ら
も
数
年
間
も
持
ち
こ
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
日
〉

さ
て
、
秦
の
置
郡
年
次
に
つ
い
て
は
、
楊
寛
氏
の
新
版
『
戟
園
史
』
の
附
録
て
戟
園
郡
表
(
六
〉
に
秦
園
設
置
の
郡
の
一
貫
表
が
あ
り
利

(

臼

)

用
で
き
る
。
ま
た
、
馬
非
百
『
秦
集
史
ハ
下
〉
』
の
郡
鯨
志
で
も
、
主
と
し
て
語
其
醸
氏
の
読
を
参
照
し
な
が
ら
秦
の
置
郡
年
次
が
考
註
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
両
氏
の
読
に
は
多
少
の
異
同
が
あ
る
が
、
基
本
的
な
貼
で
は
大
差
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
楊
氏
の
読
に
よ
っ
て
秦
の
置
郡
過
程
を

見
て
い
き
た
い
。

(

臼

〉

秦
の
置
郡
過
程
は
、
前
=
二
七
年
に
巴
郡
を
設
置
し
て
以
後
、
前
二
二
一
年
に
天
下
を
統
一
す
る
ま
で
大
瞳
四
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
第
一
期
は
前
二
七
一
年
ま
で
で
、
秦
の
本
接
地
で
あ
る
内
史
の
周
漣
か
ら
南
方
、
東
南
方
に
置
郡
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
と
く
に
、
東

(

臼

〉

方
に
封
し
て
は
、
前
二
九

O
年
に
河
東
郡
が
設
置
さ
れ
て
以
後
、

八
〉
、
南
陽
郡
(
前
二
七
三
)
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
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か
え
っ
て
東
南
方
に
南
郡
〈
前
二
七

ち
ょ
う
ど
三
膏
地
域
を
避
け
て
東
南
方
に
迂
回
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

(

出

〉

て
、
そ
の
後
、
前
二
七
一
年
に
北
地
郡
が
設
置
さ
れ
た
後
、
前
二
五

O
年
ま
で
長
期
に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
郡
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

〈印〉

が
第
二
期
で
あ
る
。
秦
は
、
こ
の
時
期
に
も
頻
繁
に
東
方
の
三
菅
地
域
に
進
出
し
都
市
を
占
領
し
て
い
る
が
、
安
定
し
た
支
配
を
維
持
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
期
は
前
二
四
九
年
か
ら
前
二
二
六
年
ま
で
で
、
三
菅
地
域
の
置
郡
が
準
む
時
期
で
あ
る
。
こ
の
間

そ
の
東
に
置
郡
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

こ
れ
は
、
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に
は
、
三
川
郡
(
前
二
四
九
〉
、
上
策
郡
(
前
二
四
七
)
、
東
郡
〈
前
二
四
二
〉
、
頴
川
郡
〈
前
二
三
O
〉
、
間
郭
郡
(
前
二
二
八
〉
な
ど
三
菅
地
域
の
中

心
部
の
郡
と
、
そ
の
北
方
の
郡
が
あ
わ
せ
て
八
つ
設
置
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
の
郡
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
二
四
年
聞
か
か
っ
て
い
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る
。
最
後
の
第
四
期
は
前
二
二
五
年
か
ら
天
下
を
統

一
す
る
前
二
二
一
年
ま
で
の
わ
ず
か
五
年
間
で
あ
る
。
こ
の
聞
に
は
、
斉
、
燕
、
楚
を
滅

ぼ
し

一
六
も
の
郡
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
第
一
期
の
東
方
を
迂
回
し
て
の
東
南
方
へ
の
進
出
は
、
三
菅
都
市
の
抵
抗
に
よ
っ
て
東
方
へ
の
進
出
を
は
ば
ま
れ
、
大
都
市
が
少
な

く
抵
抗
の
よ
り
少
な
い
地
域
に
進
出
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
の
第
二
期
の
置
郡
の
空
白
期
は
第

一
期
の
延
長
と
推
測

さ
れ
る
。
秦
は
三
菅
地
域
の
奥
深
く
進
入
す
る
も
の
の
、
多
数
の
大
都
市
の
抵
抗
を
う
け
て
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
領
域
を
安
定
的
に
支
配

す
る
郡
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
期
に
な
っ
て
よ
う
や
く
三
菅
地
域
に
置
郡
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

が
、
そ
れ
が
完
成
す
る
ま
で
四
半
世
紀
近
く
か
か
っ
て
お
り
、
や
は
り
三
菅
地
域
の
都
市
の
抵
抗
の
強
さ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ

ろ
が
、
秦
は
こ
の
三
菅
地
域
を
突
破
し
て
そ
の
置
郡
を
完
成
さ
せ
る
と
、
そ
の
東
方
の
斉
、
燕
、
楚
の
領
域
の
置
郡
の
ス
ピ
ー
ド
は
急
速
に
高

宇
品
ハ
ノ

一
一
場
に
天
下
統

一
へ
と
つ
き
進
む
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
支
配
地
域
の
擦
大
に
伴
っ
て
、
園
力
、
軍
事
力
が
急
激
に
高
ま
っ
た
こ
と
に

- 22ー

も
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

湾
、
燕
、
楚
の
領
域
に
長
期
に
わ
た
っ
て
抵
抗
で
き
る
ほ
ど
の
大
都
市
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
や
は
り
秦
の
置
郡
の
過
程
を
見
て
も
、
置
郡
が
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
三
菅
地
域
に
は
大
都
市
が
多
数
設
達
し
て

い
た
と
推
定
さ
れ
る
に
劃
し
て
、
置
郡
が
容
易
で
あ
っ
た
そ
の
周
濯
の
湾
、
楚
の
領
域
に
は
都
市
の
護
達
が
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
秦
自
陸
に
つ
い
て
は
、
一
商
敬
の
第
二
次
第
法
で
行
な
わ
れ
た
大
鯨
の
設
置
の
仕
方
が
参
考
に
な
る
。

『
史
記
』
秦
本
紀
に
は

諸
の
小
郷
緊
を
弁
せ
、
集
め
て
大
鰐
と
魚
す
。
鯨
に

一
令

四
十
一
一
腕
あ
り
。

と
あ
る。

こ
れ
は
、

一商一
君
列
停
で
は
「
小
都
郷
邑
緊
を
集
め
て
豚
と
震
し
、
令
丞
を
置
く
。

九
そ
三
十

一
鯨
な
り
」
と
あ
り
、
六
園
年
表
で
は

「-初
め
て
小
口巴
を
取
り
て
三
十
一

一
腕
を
信
用
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
小
集
落
を
い
く
つ
か
あ
わ
せ
て
行
政
単
位
と
し
て
の
鯨
を

(

幻

〉

設
置
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
置
燃
の
行
な
わ
れ
た
地
域
で
は
車
濁
で
燃
を
設
置
で
き
る
ほ
ど
大
き
な
都
市
が
存
在
し
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
の
置
鯨
が
ど
の
地
域
で
行
な
わ
れ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
奏
で
は
か
な
り
慶
い
範
固
に
わ
た
っ
て
目
立
つ
ほ
ど



の
都
市
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

都
市
護
達
と
交
通
路

伺

以
上
に
よ
っ
て
、
戦
園
時
代
を
中
心
と
す
る
時
代
に
は
、
都
市
護
達
の
程
度
の
異
な
る
二
つ
の
地
域
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
三
菅
地
域
で
は
、

E
大
都
市
が
か
な
り
密
集
し
て
護
達
し
た
の
に
封
し
て
、
そ
の
周
遁
地
域
で
は
、
園
都
は

E
大
で
あ
る
も
の

の

一
般
的
な
地
方
都
市
の
護
達
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
三
菅
地
域
に
限
っ
て

E
大
な
都
市
が
多
数
護
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
商
業
交
通
路
の
護
達
と
大

い
に
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
史
記
』
貨
殖
列
俸
に
は
「
陶
は
天
下
の
中
、
諸
侯
四
遁
し
、
貨
物
の
交
易
す
る
所
な
り
」
と
あ
り
、

こ
こ
を
擦
貼
に
大
商
人
が
活
躍
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
戟
園
時
代
に
お
い
て
、
山
東
省
の
河
南
省
寄
り
の
地
域
は
変
遁
路
の
集
ま
る
世
界
の
中

心
地
で
、
陶
と
い
う
商
業
都
市
が
瑳
達
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
宇
都
宮
氏
は
、
こ
の
陶
や
そ
の
東
北
方
の
衛
は
、
東
西
、

(
問
)

南
北
の
大
幹
線
水
路
が
交
わ
る
と
こ
ろ
に
護
達
し
た
世
界
的
大
都
市
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
史
念
海
氏
も
、
戦
園
時
代
に
陸
路
、
水
路
の
交

通
の
要
衝
に
多
く
の
経
済
都
市
が
護
達
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
も
の
の
、
水
路
交
通
に
よ
っ
て
護
達
し
た
「
天
下
の
中
」
と
し
て
の
陶
を
と

(

臼

)

り
わ
け
重
視
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
伊
藤
道
治
氏
も
、
膏
と
菅
の
舎
盟
地
の
検
討
を
も
と
に
、
こ
れ
ら
の
都
市
を
含
む
曹
、
宋
、
衛
の
接
壌
す

(
印
)

る
地
域
は
、
す
で
に
春
秋
時
代
に
お
い
て
東
西
、
南
北
の
交
通
路
が
交
叉
す
る
商
業
交
通
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
確
か
に
河
南
省
東
部
か
ら
山
東
省
西
部
に
か
け
て
の
地
域
に
交
遁
路
の
中
心
地
が
存
在
し
、
商
業
都
市
が
護
達
し
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
地
域
は
こ
れ
ま
で
論
誼
し
て
き
た
都
市
護
達
の
顧
著
な
地
域
の
一
部
に
す
ぎ
ず
、
あ
ま
り
に
も
東
遣
に
片
寄
り

す
ぎ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
以
外
の
三
菅
地
域
の
都
市
護
達
は
、
一
商
業
交
通
路
の
護
達
と
い
う
経
済
的
な
要
因
と

は
関
係
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
貼
に
閲
し
て
、
直
接
謹
明
す
る
材
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
出
し
え
な
い
が
、
前
後
の
時
代
か
ら
推
測

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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前
の
西
周
時
代
の
交
通
路
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
遁
治
氏
が
『
春
秋
左
氏
俸
』
に
も
と
づ
く
姫
姓
諸
侯
の
配
置
お
よ
び
西
周
時
代
の
考
古
準
的

- 23ー
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(
町
山
〉

遺
跡
の
分
布
の
検
討
か
ら
論
じ
て
い
る
。
氏
は
、
周
の
姫
姓
諸
侯
の
封
建
は
重
要
な
交
通
路
を
確
保
す
る
こ
と
が
一
つ
の
目
的
で
あ
っ
た
と
み

な
し
、
こ
れ
ら
の
諸
侯
は
交
通
路
に
沿
っ
て
配
置
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
周
は
本
接
地
の
滑
水
流
域
を

起
貼
と
し
て
東
方
に
進
出
す
る
が
、
ま
ず
山
西
省
南
部
に
姫
姓
諸
侯
を
配
置
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
扮
水
を
糊
る
方
向
と
黄
河
を
下
る
方

向
に
向
か
う
。
黄
河
を
下
っ
た
河
南
省
中
央
部
に
は
多
数
の
姫
姓
諸
侯
が
封
建
さ
れ
、
こ
の
地
域
は
東
方
支
配
の
根
援
地
と
な
る
。
周
は
、
こ

の
地
域
を
起
貼
と
し
て
さ
ら
に
北
方
、
東
方
、
東
南
方
に
姫
姓
諸
侯
を
配
置
し
な
が
ら
進
出
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
西
周
時
代
に

お
い
て
は
、
重
要
な
交
通
路
が
分
岐
す
る
中
心
地
域
と
し
て
山
西
省
南
部
、
河
南
省
中
央
部
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
地
域
は
ま
さ
に
戦
闘
時
代

に
都
市
が
護
達
す
る
地
域
そ
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

一
方
、
後
の
前
漢
時
代
に
つ
い
て
は
、

「昔
、
唐
人
は
河
東
に
都
し
、
段

人
は
河
内
に
都
し
、
周
人
は
河
南
に
都
す
。
夫
れ
、
三
河
は
天
下
の
中
に
あ
り
て
鼎
足
の
若
し
。
王
者
の
更
も
居
る
所
な
り
」
と
述
べ
、
三
河

『
史
記
』
貨
殖
列
停
に
注
目
す
べ
き
記
事
が
あ
る
。
司
馬
遷
は
、

の
地
域
を
中
心
に
、
同
時
代
に
お
け
る
全
圏
各
地
に
通
じ
る
主
要
な
変
通
路
と
そ
れ
に
劉
鹿
す
る
地
域
の
社
合
的
、
経
済
的
特
色
に
つ
い
て
記

(

臼

)

し
て
い
る
。
司
馬
遷
の
時
代
に
お
い
て
は
、
三
河
、
す
な
わ
ち
山
西
省
南
部
の
河
東
、
河
南
省
の
黄
河
以
北
の
河
内
、
黄
河
以
南
の
河
南
省
中

(

臼

〉

四
方
の
交
通
路
が
集
中
す
る
一
商
業
経
済
の
中
心
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
も
、
戦
園
時
代
に
都
市
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央
部
の
河
南
は
、

が
護
達
し
た
地
域
と
ほ
と
ん
ど
重
な
っ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
春
秋
、
戦
園
時
代
の
前
後
の
時
代
、
す
な
わ
ち
西
周
時
代
と
前
漢
時
代
に
お
い
て
、
重
要
な
交
通
路
の
中
心
地
は
、
戦
園
時
代

に
都
市
が
瑳
達
し
た
地
域
と
ほ
と
ん
ど
重
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
変
通
手
段
に
大
き
な
饗
化
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
古
代
に
お
い
て
、
重

(

臼

〉

要
交
通
路
の
中
心
地
が
容
易
に
移
動
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
戦
闘
時
代
に
交
通
路
の
中
心
地
が
東
濯
に
片
寄
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の

も
、
現
存
史
料
の
片
寄
り
に
よ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
春
秋
時
代
に
お
け
る
伊
藤
道
治
氏
の
推
測
も
、
賓
と
耳
目
を
中
心
と
し
た
舎
盟

地
に
限
定
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
に
交
通
路
の
中
心
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
戦

闘
時
代
の
三
菅
地
域
を
中
心
と
す
る
都
市
の
護
達
は
、
や
は
り
経
済
的
な
要
因
が
大
き
く
係
わ
っ
て
い
た
と
考
え
て
大
過
な
い
の
で
は
な
か
ろ



う
か
。
た
だ
し
、
な
ぜ
戦
園
時
代
を
中
心
と
し
た
時
代
に
こ
の
地
域
に
都
市
が
護
達
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
別
に
そ
の
要
因
を
考
え
る
必
要
が

(
出
W
〉

あ
ろ
う
。

と
も
か
く
以
上
に
よ
っ
て
、
宇
都
宮
氏
と
宮
崎
氏
の
都
市
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
面
で
正
し
く
、

一
面
で
不
正
確
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
三
菅
地
域
に
限
っ
て
見
れ
ば
宇
都
宮
氏
の
考
え
が
安
嘗
で
あ
る
が
、
そ
の
周
遁
地
域
に
つ
い
て
は
宮
崎
氏
の
考
え
も
一
概
に
は
否
定
で
き

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
は
い
か
な
る
都
市
支
配
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
都
市
の

性
格
を
よ
り
い
っ
そ
う
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
貼
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

戦
闘
諸
園
家
の
都
市
支
配

付

三
菅
地
域
の
諸
園
家

-25ー

ま
ず
、
経
済
的
な
要
因
に
よ
っ
て
都
市
が
護
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
三
菅
地
域
の
諸
園
家
、
す
な
わ
ち
韓
、
説
、
越
に
お
け
る
都
市
支
配
の

あ
り
方
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ら
の
圏
々
の
都
市
支
配
の
一
般
的
あ
り
方
を
推
測
す
る
に
は
、
先
に
分
布
と
規
模
の
検
討
に
用
い
た

出
土
文
字
資
料
が
参
考
に
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
三
菅
地
域
の
各
都
市
は
そ
れ
ぞ
れ
銅
器
や
貨
幣
、
陶
器
な
ど
を
製
造
し
て
い
た

が
、
そ
れ
ら
は
一
方
で
は
各
園
の
都
市
支
配
の
あ
り
方
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

侃

〉

こ
の
黙
は
銅
兵
器
と
貨
幣
に
お
い
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
三
菅
地
域
で
製
造
さ
れ
た
銅
兵
器
に
は
、
そ
の
製
造
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る

(
m山
)

た
め
、
製
造
監
督
者
名
と
製
造
者
名
を
刻
し
た
も
の
が
か
な
り
の
数
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
近
年
、
河
北
省
臨
城
鯨
で
出
土
し
た
銅
文

「
二
年
、
邪
令
孟
東
慶
、
口
庫
工
師
繁
参
、
冶
明
執
剤
」
の
刻
銘
が
あ
る
。
「
邪
令
孟
東
慶
」
と
は
こ
の
支
の
製
造
監
督
者
、
「
口
庫

(

印

)

「
冶
明
」
は
買
際
に
製
造
し
た
工
人
と
み
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
支
は
、
越
に
属
し
た
と
考

一
ー
」
ゆ
み
、

t
t
 

工
師
祭
参
」
は
製
造
現
場
の
責
任
者
、

(ω
〉

え
ら
れ
る
邪
鯨
に
お
い
て
、
そ
の
長
官
で
あ
る
令
の
責
任
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
三
菅
地
域
で
製
造
さ
れ
た
銅
兵
器
に

は
、
こ
の
他
、
中
央
政
府
の
官
が
製
造
監
督
者
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
存
在
す
る
が
、
鯨
令
が
製
造
に
係
わ
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
鯨

219 
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(
刊
川
)

令
よ
り
上
位
の
官
名
が
刻
さ
れ
て
い
る
例
は
見
嘗
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
鯨
の
製
造
に
係
る
銅
兵
器
の
最
高
統
轄
者
は
豚
令
に
留
ま
り
、
そ

れ
よ
り
上
位
の
官
は
闘
興
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
園
都
の
場
合
で
も
同
じ
で
、
園
都
を
鯨
と
し
て
統
轄
す
る
令
が
中
央
政
府
と
は
濁

立
し
て
銅
兵
器
を
製
造
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
菅
地
域
の
園
々
で
は
例
外
な
く
、
燃
、
す
な
わ
ち
都
市
は
濁
自
の
銅
兵
器
製
造
機
構
を

有
し
、
鯨
H
都
市
の
最
高
統
轄
者
で
あ
る
令
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ

(
九
)

ず
、
一
ニ
菅
地
域
の
豚
H
都
市
が
中
央
政
府
か
ら
軍
事
的
に
濁
立
し
た
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
鋳
造
、
設
行
が
都
市
を
単
位
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
三
五
日
地
核
で
主
と
し
て
護
行

(η
〉

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
尖
足
布
に
は
三
一
種
類
、
方
足
布
に
は
六
六
種
類
の
地
名
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
他
鄭
家
相
氏
の
書
に
よ
る
と
、
橋
形
方

足
布
一
七
種
類
、
園
足
布
七
種
類
、
三
孔
布
一
一
種
類
、
園
孔
園
銭
一

0
種
類
、
直
万
銭
五
種
類
の
地
名
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
地
名
に
は
重

貨
幣
に
つ
い
て
も
、

な
る
も
の
も
あ
る
が
、

三
耳
目
地
域
で
は
非
常
に
多
く
の
都
市
が
貨
幣
を
鋳
造
、
護
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
貨
幣
の
銘
文
か
ら

- 26ー

は
、
そ
の
瑳
行
が
よ
り
上
位
の
郡
や
中
央
政
府
に
統
轄
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
排
他
的

(
何
日
〉

に
流
通
し
た
園
家
に
よ
る
統
一
貨
幣
も
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
園
家
の
統
制
を
受
け
ず
濁
自
の
貨
幣
を
護
行
す
る
こ

と
の
で
き
た
三
菅
地
域
の
都
市
は
、
中
央
政
府
に
射
し
て
軍
事
的
に
濁
立
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
経
済
的
に
も
濁
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
可

能
性
が
強
い
。

一
方
で
は
、
三
菅
地
域
の
都
市
は
、
上
位
擢
力
の
統
制
を
全
く
受
け
な
い
、
制
度
的
に
完
全
に
濁
立
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
言
い

(

丸

)

切
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
都
市
は
、
現
買
に
鯨
に
編
成
さ
れ
、
そ
の
長
官
で
あ
る
令
は
王
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
直
轄
地
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
鯨
を
統
轄
す
る
郡
も
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
中
央
政
府
が
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
都
市
の
濁
立
性
を
奪
っ
て

し
か
し

完
全
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
を
一
意
固
し
た
と
は
言
い
切
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
う
ち
郡
に
つ
い
て
は
、
三
菅
地
域
で
は
主
と
し
て
溢
-
境
の
防

衡
の
た
め
に
置
か
れ
、
軍
事
的
に
ま
と
ま
っ
て
敵
園
の
攻
撃
に
封
慮
す
る
こ
と
が
主
眼
と
さ
れ
て
い
て
、
中
央
政
府
の
統
制
と
い
う
側
面
は
そ

(

市

〉

れ
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
一
方
、
鯨
H
都
市
一
般
に
劃
す
る
中
央
政
府
の
現
買
の
支
配
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
で
あ



っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
中
央
政
府
の
施
策
面
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

貌
は
文
侯
の
時
、
李
慢
を
相
と
し
て
園
政
の
改
革
を
行
な
っ
た
と
俸
え
ら
れ
て
い
る
。
李
慢
は
「
意
地
力
之
敬
」
に
よ
っ
て
農
業
生
産
の
増

加
を
は
か
り

『
法
経
』
を
制
定
し
て
秩
序
維
持
を
め
ざ
し
た
が
、
こ
の
他
に
「
卒
羅
法
」
と
い
う
施
策
を
行
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
『
漢
書
』

食
貨
志
上
に
李
慢
の
言
と
し
て
、

懇
甚
だ
貴
き
は
民
を
傷
な
い
、
甚
だ
賎
き
は
農
を
傷
な
う
。
民
傷
な
わ
る
れ
ば
離
散
し
、
農
傷
な
わ
る
れ
ば
園
貧
し
。
故
に
甚
だ
貴
き
と

甚
だ
賎
き
は
其
の
傷
な
う
こ
と
一
な
り
。
善
く
園
を
痛
む
る
者
は
民
を
し
て
傷
な
わ
し
む
る
こ
と
な
く
し
て
盆
々
勤
ま
し
む
。

と
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
い
で
園
家
が
年
の
豊
凶
に
も
と
づ
い
て
、
穀
物
を
買
い
入
れ
た
り
貰
り
出
し
た
り
し
て
穀
債
を
安
定
さ
せ
る
方
策
を
具

(
刊
山
)

睦
的
に
述
べ
て
い
る
。
李
慢
の
こ
の
「
卒
雑
法
」
は
、
基
本
的
に
は
農
民
保
護
の
上
に
立
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
商
人
の
投
機
的
活
動

(

打

〉

を
抑
制
す
る
方
向
に
あ
る
が
、
農
民
以
外
の
「
民
」
を
も
配
慮
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
の

「民」

に
つ
い
て
、

意
昭
は

「土

- 27ー

工
・

一
商
な
り
」
と
注
し
て
お
り
、
基
本
的
に
は
都
市
住
民
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
園
力
の
基
礎
と
し
て
農
業
を
重
視
す
る
李
慢
に
あ
っ
て

も
、
都
市
住
民
の
存
在
は
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
園
力
の
も
う
一
つ
の
基
礎
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

認
識
さ
れ
て
い
た
と
み
な
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

〈
叩
山
)

貌
に
お
い
て
は
、
こ
の
後
、
恵
王
の
相
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
白
圭
な
ど
は
、
明
ら
か
に
重
商
主
義
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

列
俸
に
よ
る
と
、

『
史
記
』
貨
殖

自
圭
は
事
費
を
観
る
を
楽
し
む
。
放
に
人
棄
つ
れ
ば
我
取
り
、
人
取
れ
ば
我
輿
う
。
夫
れ
歳
執
す
れ
ば
穀
を
取
り
、
之
に
紙
漆
を
予
え
、

繭
出
づ
れ
ば
烏
禦
を
取
り
、
之
に
食
を
予
う
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
「
時
に
趨
く
こ
と
猛
獣
撃
鳥
の
設
す
る
が
若
し
L

と
あ
っ
て
、
時
期
を
見
て
敏
速
に
買
買
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い

(

乃

〉

る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
投
機
的
一
商
業
の
手
法
で
あ
り
、
白
圭
は
貫
際
に
一
商
人
出
身
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
の
人
物
の
施
策

221 

が
都
市
の
商
人
に
劃
し
て
抑
匡
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
あ
わ
せ
て
、
こ
の
恵
王
の
時
に
は
、
孟
子
が
王
に
自
給
自
足
的
な
農
業
政
策
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(
的
凶
〉

を
説
い
て
退
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
黙
か
ら
、
貌
は
自
由
な
一
商
業
活
動
を
容
認
す
る
方
向
に
あ
り
、
決
し

て
腕
H
都
市
の
濁
立
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

観
以
外
の
韓
、
越
に
つ
い
て
は
、
そ
の
豚
リ
都
市
支
配
に
直
接
係
わ
る
と
思
わ
れ
る
施
策
に
閲
す
る
史
料
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
明
確
な

こ
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
し
、
韓
に
お
い
て
は
、
昭
侯
の
相
と
な
っ
た
申
不
害
が
中
央
集
権
的
な
君
主
専
制
鰻
制
を
お
し
進
め
た
と
さ
れ
て
お

(

別

)

り
、
都
市
に
射
す
る
統
制
も
強
め
ら
れ
た
こ
と
が
一
躍
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
申
不
害
は
君
主
の
意
固
を
臣
下
に
さ
と
ら
せ
な
い
「
術
」
を

〈
位
〉

重
ん
じ
た
と
言
わ
れ
、
ま
た
司
馬
遷
は
「
申
子
の
翠
は
英
老
に
本
づ
き
て
刑
名
を
主
と
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
司
馬
遷
の
生
き
た
漢
代
に
お

(
回
〉

「
寅
老
」
の
政
治
と
は
上
の
者
が
政
治
の
大
鑑
を
把
握
す
る
の
み
で
、
下
の
者
に
干
渉
し
な
い
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
と
さ
れ
る
。

レ
て

こ
の
「
賀
老
」
政
治
と
「
術
」
的
態
度
は
逼
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
申
不
筈
の
政
治
が
都
市
に
積
極
的
に
干
渉
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か

(

刷

出

)

は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
拙
稿
「
戦
圏
三
菅
都
市
の
性
格
」
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
韓
の
上
黛
郡
の
吏
民
が
都
市
を
強
く
統
制
し
よ
う
と

す
る
秦
の
支
配
を
拒
絶
し
て
趨
に
降
っ
た
事
件
な
ど
か
ら
見
て
も
、
南
固
と
も
廓
H
都
市
を
強
力
に
統
制
し
よ
う
と
す
る
償
制
は
と
っ
て
い
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

- 28ー

要
す
る
に
、
三
五
日
地
域
の
諸
園
家
は
、
確
か
に
都
市
を
鯨
に
編
成
し
て
官
僚
制
的
に
支
配
し
て
い
た
が
、
そ
の
濁
立
性
を
認
め
た
上
で
の
支

配
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
都
市
の
経
済
的
質
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
支
配
の
あ
り
方
と
考
え
ら
れ
る
が、

こ
れ
ら
の
都
市
が

中
央
汲
遣
の
官
僚
以
外
に
猫
自
の
権
力
を
生
み
出
し
、
自
治
都
市
化
し
え
な
か
っ
た
こ
と
も
事
賓
で
あ
る
。
経
済
的
に
瑳
達
し
た
都
市
が
、
な

ぜ
官
僚
制
化
し
て
行
く
の
か
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
官
僚
の
性
格
と
の
係
わ
り
の
中
で
改
め
て
考
察
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え

〈

お

)
る
。

仁)

周
過
地
域
の
諸
園
家

三
菅
地
域
の
周
遊
の
諸
園
家
、
す
な
わ
ち
湾
、
燕
、
楚
、
秦
な
ど
の
諸
園
の
都
市
支
配
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
出
土
文
字
資
料
が
参
考
と
な

(

前

)

る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸
園
の
中
央
政
府
の
都
市
に
封
す
る
あ
り
方
に
共
通
し
た
黙
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、



銅
兵
器
、
貨
幣
を
見
て
も
、
三
菅
地
域
の
諸
園
ほ
ど
願
著
に
都
市
が
濁
立
し
て
そ
の
製
造
、
護
行
に
闘
興
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
諸
園
の
都
市
は
中
央
政
府
に
劃
し
て
か
な
り
隷
層
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

費
で
も
、
地
方
都
市
が
濁
自
に
銅
兵
器
を
製
造
し
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
事
例
は
三
菅
地
域
の
園
ほ
ど
多
く
な
い
。
貨
幣
に

「
費
」
の
地
名
を
冠
す
る
万
銭
四
種
類
が
知
ら
れ
る
の

し
か
も
「
斉
」
字
を
冠
す
る
も
の
の
う
ち
、
最
後
に
出
現
す
る
と
さ
れ
る
「
斉
法
化
」
銘
の
万
鏡
は
圏
家
護
行
の
統
一
貨
幣
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
斉
で
は
貨
幣
を
護
行
で
き
る
ほ
ど
の
経
済
力
の
あ
る
都
市
は
も
と
も
と
少
な
く
、
そ
の
貨
幣
護
行
権
も
最

終
的
に
は
園
家
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
燕
で
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
王
や
官
府
に
統
轄
さ
れ
て
製
造
さ
れ
た
銅
兵
器
は
知
ら
れ

至
つ
て
は
、
都
市
濁
自
の
護
行
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、

「
節
郵
」

「
安
陽
」

「露」

み
で
あ
り
、

て
い
る
が
、
明
ら
か
に
地
方
都
市
製
造
と
考
え
ら
れ
る
例
は
設
見
さ
れ
て
い
な
い
。
貨
幣
に
つ
い
て
は
、

「【(八耳目臼」

「
裏
卒
」

「
旬
陽
」

卒

陰
」
な
ど
地
方
都
市
が
護
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
方
足
布
が
少
数
知
ら
れ
る
が
、
園
家
に
よ
る
統
一
貨
幣
と
み
ら
れ
る
「
明
」
字
様
万
銭
が
大

「
庫
金
」
金
版
な
ど
地
方
都
市
護
行
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
護
見
例

は
き
わ
め
て
少
な
く
、
園
都
で
護
行
さ
れ
た
「
部
長
」
金
版
や
蟻
鼻
鏡
が
大
量
に
流
通
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
質
質
的
な
国
家
の
統
一
貨
幣
で

「
専
錘
」

「
郁
愛
」

「砂」
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量
に
流
通
し
て
い
る
。
楚
に
お
い
て
は
、
銅
兵
器
に
は
有
銘
の
も
の
が
乏
し
く
な
ん
と
も
言
え
な
い
。
た
だ
し
、
貨
幣
に
つ
い
て
は
、
「
陳
愛
」

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
楚
で
も
、
都
市
の
経
済
的
溺
立
性
は
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

三
菅
地
域
の
諸
園
と
と
り
わ
け
掛
照
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
の
は
秦
の
場
合
で
あ
る
。
拙
稿
「
戦
圏
三
菅
都
市
の
性
格
」
で
詳
述
し
た

(凹む

よ
う
に
、
銘
文
か
ら
見
て
銅
兵
器
の
製
造
は
貫
際
に
鯨
H
都
市
で
行
な
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
最
高
統
轄
者
は
豚
令
で
は
な
く
、
よ
り
上
位
の

(

総

)

相
邦
(
あ
る
い
は
丞
相
〉
や
郡
守
で
あ
っ
た
u

ま
た
、
地
方
競
行
の
貨
幣
も
見
出
さ
れ
ず
、
統
一
貨
幣
と
し
て
の
牢
雨
銭
が
廉
く
流
通
し
て
い

る
。
秦
に
お
い
て
は
、
都
市
の
軍
事
的
、
経
済
的
な
濁
立
性
を
否
定
し
て
、
上
位
の
擢
力
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
と
り
わ
け
強
か
っ

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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以
上
の
ご
と
く
、

銅
兵
器
や
貨
幣
の
銘
文
を
見
る
限
り
、

周
遊
地
域
の
諸
園
家
は
、

三
菅
地
域
の
諸
園
家
に
比
べ
て
、

地
方
都
市
を
統
制
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し
、
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
貼
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
も
各
閣
の
施
策

面
か
ら
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
斉
に
つ
い
て
見
る
と

『
史
記
』
田
敬
仲
完
世
家
に
次
の
よ
う
な
威
王
の
地
方
官
統
御
に
係
わ
る
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
威
王
は
、

即
位
す
る
と
政
治
を
卿
大
夫
に
ま
か
せ
き
り
に
し
た
た
め
、
九
年
の
閉
ま
わ
り
の
諸
侯
に
攻
め
ら
れ
、
圏
内
も
大
い
に
凱
れ
た
。
と
こ
ろ
が
あ

る
時
、
威
王
は
魔
醒
し
、
即
墨
大
夫
を
召
し
て
次
の
よ
う
に
告
げ
た
。

子
の
即
墨
に
居
り
て
よ
り
設
言
日
々
至
る
。
然
れ
ど
も
吾
れ
人
を
し
て
即
墨
を
親
し
む
れ
ば
、

田
野
闘
ら
け
、
民
人
給
し
、
官
に
留
事
な

く
、
東
方
以
っ
て
寧
ん
ず
。
是
れ
子
の
吾
が
左
右
に
事
え
て
以
っ
て
審
を
求
め
ざ
れ
ば
な
り
。

威
王
は
、
こ
の
即
墨
大
夫
を
一
高
家
に
封
じ
た
。

つ
い
で
阿
大
夫
を
召
し
て
告
げ
た
。

子
の
阿
を
守
り
て
よ
り
、
血
管
言
日
々
聞
す
。
然
れ
ど
も
使
を
し
て
阿
を
親
し
む
れ
ば
、

田
野
闘
ら
け
ず
、
民
は
貧
苦
す
。
昔
日
、
越
の
瓢
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を
攻
む
る
も
子
は
救
わ
ず
、
衡
の
辞
陵
を
取
る
も
子
は
知
ら
ず
。
是
れ
子
の
幣
を
以
っ
て
吾
が
左
右
に
厚
く
し
、
以
っ
て
替
を
求
む
れ
ば

な
り
。

威
王
は
即
日
、
こ
の
阿
大
夫
と
彼
を
春
め
た
側
近
を
と
も
に
烹
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、

つ
い
に
軍
を
動
か
し
て
周
圏
の
園
々
に
攻
め
込

み
、
打
ち
敗
っ
た
。
そ
こ
で
、
資
の
人
々
は
岬
隠
れ
お
の
の
き
、
湾
園
は
大
い
に
治
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

滑
稽
列
停
で
は
、

こ

の
部
分
は
「
諸
臓
の
令
長
七
十
二
人
を
朝
し

一
人
を
賞
し
、

一
人
を
罰
す
」

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
時
、

湾
園
の
全
鯨
の
長
官
が
召
集
さ

れ
、
彼
ら
の
面
前
で
王
自
ら
に
よ
っ
て
即
墨
と
阿
の
長
官
の
賞
罰
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
賛
王
が
全
地
方
官
の
治
績

を
直
接
掌
揮
し
、

さ
ら
に
そ
の
賞
罰
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
び
し
い
統
御
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
讃
み
取
れ
る
。
斉
で

は
や
は
り
、
地
方
の
腕
を
そ
の
長
官
を
通
じ
て
中
央
集
権
的
に
掌
握
す
る
こ
と
が
一
意
画
さ
れ
て
お
り
、
首
然
、
鯨
の
置
か
れ
た
都
市
も
王
を
中

心
と
す
る
中
央
政
府
の
強
い
統
制
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
中
央
集
権
化
が
ど
こ
ま
で
徹
底
し
た
か
疑
問
と
す
る

(
山
田
)

考
え
も
存
在
す
る
。



燕
に
つ
い
て
は
検
討
に
値
す
る
材
料
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
楚
に
つ
い
て
は
、
悼
王
の
令
予
と
な
っ
た
臭
起
に
よ
る
改
革
が
問
題

と
な
る
。
呉
起
の
改
革
に
つ
い
て
は
不
明
な
貼
が
多
い
が
、
改
革
の
重
要
な
目
的
の
一
つ
は
世
族
勢
力
を
抑
え
て
王
擢
を
強
化
す
る
こ
と
に
あ

(
卯
)

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
楚
で
も
、
中
央
集
権
的
な
支
配
の
確
立
が
は
か
ら
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
豚
H
都
市
の
統
制
も
強
め
ら
れ
た
こ
と
が
議
想

さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
改
革
は
世
族
勢
力
の
反
撃
に
よ
っ
て
呉
起
が
殺
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ほ
ど
徹
底
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る。
最
後
に
秦
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
秦
に
つ
い
て
は
や
は
り
、
孝
公
の
時
の
一商
一
鞍
の
改
革
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
改
革
は
多
岐
に
わ
た
っ

て
い
る
が
、
鯨
H
都
市
の
支
配
に
直
接
関
係
す
る
の
は
、
先
に
ふ
れ
た
、
小
集
落
〈
小
都
市
も
含
む
と
考
え
ら
れ
る
)
を
い
く
つ
か
あ
わ
せ
て
鯨
と

い
う
行
政
単
位
を
設
置
し
た
黙
で
あ
る
。
こ
の
豚
に
よ
る
支
配
は
、
上
か
ら
行
政
的
、
人
魚
的
に
各
集
落
を
統
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
個
々
の
集
落
の
濁
自
性
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
改
革
の
基
調
は
農
業
に
置
か
れ
て
お
り
、
都
市
住
民
に
劃
す
る
施
策

が
全
く
な
い
だ
け
で
な
く
、
逆
に
都
市
の
重
要
な
構
成
員
と
考
え
ら
れ
る
一両
一
工
業
者
に
射
す
る
抑
匪
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

『
史
記
』
商一
君
列
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俸
に
は大

小
力
を
修
わ
せ
、
耕
織
を
本
業
と
し
、
莱
吊
を
致
す
こ
と
多
き
者
は
其
の
身
を
復
す
。
末
利
を
事
と
し
、
及
び
怠
け
て
貧
な
る
者
は
拳

げ
て
以
っ
て
牧
町学
と
潟
す
。

と
あ
り
、

明
ら
か
に
「
重
農
抑
一
両
一
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

一
商
験
の
改
革
は

都
市
支
配
に
闘
し
て
見
る
限
り
、

都
市
の
濁
立
性
を
否
定

し
、
強
く
統
制
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
荘
裏
王
の
時
か
ら
秦
王
政
の
初
年
に
か
け
て
の
時
期
は
、
陽
翠
の
大
一
商
人
で
あ
っ
た
呂
不
意
が
丞
相
、
相
園
と
な
り
、
秦
で
も
一
両

(
引
)

工
業
を
重
視
す
る
傾
向
が
生
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
秦
の
本
接
地
で
あ
る
内
史
を
中
心
と
し
た
地
域
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
秦
は
、
こ
の
時
上
述
の
よ
う
に
三
菅
地
域
の
奥
深
く
進
出
し
、
多
く
の
都
市
を
そ
の
支
配
下
に
置
い
て
レ
る
。
そ
し
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て
、
こ
の
呂
不
章
が
丞
相
と
な
る
と
同
時
に
置
郡
が
進
行
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
秦
の
一
商
工
業
に
射
す
る
方
針
の
轄
換
は
、
三
菅
地
域
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に
お
け
る
都
市
支
配
の
進
展
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
い
か
な
る
都
市
支
配
が
行
な
わ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

以
上
、
要
す
る
に
、
周
遊
地
域
の
諸
固
に
お
け
る
、
そ
の
本
来
の
支
配
地
域
の
都
市
支
配
の
あ
り
方
は
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
徹
底
さ
れ
た
か

は
別
と
し
て

一
般
に
中
央
政
府
が
強
力
に
統
制
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
み
な
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

む

す

u 

以
上
に
よ
っ
て
、
戦
園
時
代
に
は
都
市
設
遠
の
程
度
の
異
な
る
二
つ
の
地
域
が
存
在
し
た
こ
と
は
も
は
や
疑
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時

代
、
賞
河
中
流
域
を
中
心
と
す
る
三
菅
地
域
に
は

E
大
な
都
市
が
多
数
設
達
し
て
い
た
。
こ
の
地
域
は
古
く
か
ら
重
要
交
通
路
が
集
中
し
て
い

た
地
域
で
あ
り
、
宇
都
宮
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
護
達
は
経
済
的
な
要
因
に
よ
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
都
市
は
、

そ
の
よ
う
な
経
済
的
な
買
力
を
背
景
に
、
そ
の
軍
事
的
、
経
済
的
な
濁
立
性
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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園
家
に
よ
る
支
配
も
そ
の
強
力
な
抵
抗
を
受
け
、
そ
の
濁
立
性
を
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
三
菅
地
域

の
周
法
地
域
で
は
、
園
都
は
別
と
し
て
、
都
市
は
概
し
て
小
さ
く
、
ま
た
そ
れ
ほ
ど
密
集
し
て
護
達
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
ち
ら
の
方
は
、

宮
崎
氏
の
指
摘
ど
お
り
、
都
市
の
多
く
は
い
ま
だ
未
設
達
な
農
業
都
市
の
段
階
に
止
ま
っ
て
い
た
と
み
な
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
地

域
で
は
、
園
家
に
よ
る
支
配
も
強
力
な
抵
抗
を
受
け
る
こ
と
は
少
な
く
、
中
央
集
権
的
な
支
配
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
中
央
集
権
的
な
専
制
支
配
は
都
市
の
未
設
達
な
地
域
で
護
達
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
支

配
を
最
も
徹
底
し
て
行
な
っ
た
の
が
秦
で
あ
っ
た
。

秦
は
、
天
下
を
統

一
し
た
後
も
、
中
央
集
権
的
な
都
市
支
配
を
全
園
的
に
よ
り
い
っ
そ
う
推
し
進
め
、
都
市
の
濁
立
性
を
根
本
か
ら
否
定
す

る
に
至
る
。
す
な
わ
ち
、
秦
は
天
下
統
一
と
同
時
に
、
支
配
地
域
全
域
に
郡
勝
制
を
施
行
す
る
と
と
も
に
、
都
市
の
濁
立
性
の
象
徴
と
も
言
え
る

(

幻

)

域
壁
を
破
壊
し
、
そ
の
銅
兵
器
鋳
造
権
を
も
奪
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
た
天
下
の
豪
富
者
を
威
陽
に
強
制
的
に
移
住
さ
せ
、
首
都
の
経
済
力

(

伺

)

の
増
強
を
は
か
る
一
方
、
地
方
都
市
の
経
済
力
の
削
減
を
は
か
つ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
始
皇
帝
の
三
三
年
に
は
、

蓮
亡
人
や
賛
培
と
と
も
に
賀



〈

似

)

人
を
南
方
の
地
に
強
制
的
に
、
遺
り
込
ん
で
新
し
い
郡
の
設
置
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
都
市
の
経
済
力
の
弱
瞳
化
が
一
つ
の
重
要
な
目
的

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
秦
の
こ
の
よ
う
な
強
引
な
中
央
集
権
的
都
市
支
配
も
始
皇
帝
の
死
と
と
も
に
破
局
を
迎
え
る
。
早
く
も
二
世
皇
一
帝
が
即
位
し
た

(
M
N
〉

年
、
陳
勝
が
事
兵
す
る
と
、
そ
れ
に
呼
醸
し
て
郡
懸
の
少
年
た
ち
が
都
市
を
支
配
す
る
太
守
、
鯨
令
を
殺
し
て
自
立
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
混
蹴
を
最
終
的
に
牧
拾
し
て
成
立
す
る
の
が
漢
王
朝
で
あ
る
。
こ
の
漢
王
朝
は
、
も
は
や
秦
と
は
同
じ
道
を
歩
ま
ず
、
都
市
の
震

達
を
容
認
す
る
よ
う
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
漢
王
朝
は
、
三
菅
地
域
の
護
達
し
た
都
市
を
安
定
的
に
支
配
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
こ

の
よ
う
な
立
場
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

〈

同

〉

ま
ず
、
漢
の
高
租
劉
邦
は
即
位
の
六
年
に
、
秦
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
都
市
の
城
壁
の
修
復
を
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
漢
王
朝
が
都
市
の

存
在
一
意
義
を
認
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
高
租
は
、
一
商
人
に
劃
し
て
は
「
商
買
の
律
」
を
稜
布
し
、
な
お
か
な
り
差
別

(

M

む

(
m
m〉

的
な
封
躍
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
律
も
恵
帯
、
日
后
の
時
代
に
な
る
と
弛
め
ら
れ
、
さ
ら
に
以
後
武
帝
の
初
年
ま
で
、
政
治
思
想
と
し

〈

ω)

て
黄
老
思
想
が
流
行
し
、
統
制
よ
り
も
自
由
放
任
の
政
治
が
理
想
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
文
一
帝
の
時
代
に
は
、
民
間
で
自
由
に
貨

(

川

〉

幣
を
鋳
造
す
る
こ
と
さ
え
許
さ
れ
て
い
る
。
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『
史
記
』
卒
準
書
に
は
、
武
一
帯
一
が
即
位
し
た
嘗
-
初
の
こ
と
と
し
て
、

都
都
の
康
庚
皆
満
ち
て
市
し
て
府
庫
貨
財
を
儀
す
。
京
師
の
銭
E
高
を
紫
ね
、
朽
ち
て
校
う
可
か
ら
ず
。

と
あ
り
、
経
済
の
活
況
の
さ
ま
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
都
市
も
、
こ
の
よ
う
な
朕
況
の
も
と
で
護
展
し
績
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ざ
る
を
え
な
く
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
武
一
帝
の
時
、
封
外
的
な
膨
脹
政
策
に
よ
る
財
政
の
破
綻
に
よ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
自
由
放
任
的
な
政
治
も
方
向
縛
換
を
せ

『
史
記
』
卒
準
書
に
よ
る
と
、
こ
の
時
、
財
政
再
建
の
た
め
の
算
編
令
や
告
絹
、
さ
ら
に
盟
織
の
専
貰
化
な
ど
が
行
な

わ
れ
、
都
市
の
商
人
は
波
落
を
飴
儀
無
く
さ
せ
ら
れ
て
い
く
。
漢
代
に
お
け
る
、
都
市
の
縮
小
、
衰
退
は
、
直
接
的
に
は
こ
う
し
た
抑
商
政
策

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
央
集
権
的
な
一
帝
園
の
存
在
自
鐙
の
中
に
も
そ
の
要
因
は
内
包
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ュ
ー
ン
・
ジ

エ
イ
コ
ブ
ス
女
史
に
よ
る
と
、
歴
史
的
に
見
て
、
中
央
集
権
的
な
一
帝
圏
一
般
の
政
策
と
取
引
は
、
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上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
都
市
の
衰
退
を
も
た
ら
し
、

(

川

)

ひ
い
て
は
帝
園
自
践
の
波
落
を
も
た
ら
す
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢
代
に
お
け

る
都
市
の
縮
小
、
衰
退
も
、
こ
の
時
代
の
都
市
の
経
済
的
基
盤
の
脆
弱
性
に
よ
る
と
は
、
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る。註(
1
〉

『山間
代
社
禽
経
済
史
研
究
』
(
一

九
五
五
、
弘
文
堂
書
房
〉
。

(
2
〉
服
部
克
彦
司
古
代
中
園
の
都
市
と
刷
透
』

(
一
九
六
二
、
ミ
ネ
ル
ヴ

ア
書
房
)
な
ど
。

(
3
〉

一
九
五
五
、
上
海
人
民
出
版
社
、
頁
九
七
。
新
版
は

一
九
八

O
年
に

同
じ
出
版
社
か
ら
出
て
い
る
が
、
都
市
に
関
す
る
考
え
は
縫
っ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。

〈
4
〉

「中
園
古
代
都
城
規
制
的
援
展
階
段
性
|
信
用
中
園
考
古
嬰
曾
第
五
次

年
曾
而
作
」
〈
文
物
一
九
八
五
|
一
一
〉
。

(
5
)

「
論
戦
図
城
市
的
設
展
」
(
遼
寧
大
皐
暴
報

一
九
八
二
|
六
)
。
ま

た
、
同
氏
は
『
春
秋
戟
園
城
市
経
済
設
展
史
論
』
(
一
九
八
八
、
遼
寧

大
間
宇
出
版
)
で
も
、
都
市
渡
遠
の
経
済
的
要
因
を
重
視
し
て
い
る
が
、

一
方
で
は
図
家
に
よ
る
管
理
が
そ
の
経
済
的
設
展
を
抑
え
た
こ
と
も
強

調
し
て
い
る
。

(

6

)

賞
以
柱
「
河
南
城
鎮
歴
史
地
理
初
探
」
(
史
皐
月
刊
一
九
八
一
l
l

一〉、

張
南
、
周
伊
「
春
秋
職
圏
域
市
設
展
論
」
〈
安
徽
史
率
一
九
八
八

|
一
二
)
な
ど
。

(
7
〉

『
東
方
製
曾
創
立
十
五
周
年
記
今
但
東
方
製
論
集
』

(
一
九
六
二
〉
。
な

ぉ
、
こ
の
論
文
は

『
ア
ジ
ア
史
論
考

(
中
〉
』
(
一
九
七
六
、
朝
日
新
聞

社
)
に
再
録
。

(

8

)

「
先
秦
時
代
の
都
市
」
(
研
究
三

O
、
一
九
六
一
二
)
。

(
9
〉

「中
園
古
代
に
お
け
る
都
市
と
荷
工
業
L

(

『
中
園
古
代
の
一商一
工
業
と

専
頁
制
』
、

一
九
八
四
、
東
京
大
患
出
版
舎
)
。

(
叩
)
「
中
園
古
代
緊
落
の
展
開
」
(
歴
史
皐
研
究
別
加
特
集
『
地
域
と
民

衆
』
、
一
九
八
一
〉
。

(

U

)

「
城
市
の
形
成
と
中
央
集
権
位
制
」

(
歴
史
皐
研
究
別
部
特
集
『
民

衆
の
生
活

・
文
化
と
第
革
王
位
』
、
一

九
八
二
〉
。

(
ロ
)
「
戟
園
時
代
の
府

・
庫
に
つ
い
て
」
(
東
洋
史
研
究
四
三
|
一

、一

九
八
四
)
。

(
日
)
名
古
屋
大
皐
文
翠
部
研
究
論
集
X
C
V
(
史
民
主
一二
)
、

一
九
八
六
。

(

M

)

報
告
書
の
内
、
主
要
な
雑
誌
は
以
下
の
鋭
ま
で
用
い
た
。
文
八
九
|

二
、
考
八
九
l
三
、
考
皐
八
八

l
四
、
中
原
八
八
|
四
、
考
輿
文
八
九

l
て
江
漢
八
九
|

一
、
文
博
八
九

|
て
夏
筆
八
八
|
四
、
内
蒙
四

(
一
九
八
六
〉
な
ど
。
な
お
、
こ
の
表
に
は
園
一
「
戟
園
都
市
遺
跡
分

布
図
」
か
ら
は
み
出
す
遺
跡
は
傘
げ
て
い
な
い
し
、
ま
た
叩
と
お
の
城

祉
群
は
一
つ
の
遺
跡
と
し
て
あ
つ
か
っ
た
。

(
日
)
陳
城
遺
祉
は
周
長
四
五
O
O
m
(河
南
)
、
季
家
湖
古
城
は

一四

O

O
×
一
六

O
O
m
(江
漢
八

O
l
-
-
)、
白
庖
古
城
は
八

0
0
0・×
一

0
0
0?
m
(侯
馬
盟
主
閏
)
。
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(
日
〉
漢
貌
故
城
は
三
七

O
O
×
四
二
九

O
皿
(
文
博
八
八
|
一
)
、
宛
城

は
周
長
八
二

O
O
m
(河
南
〉
、
曲
阜
漢
城
は
二
五
六

O
x
一
八
八

O

m
(魯
故
城
〉
、
漢
長
安
城
は
六
二
五

O
×
五
九
四

O
m
(考
輿
文
八

一
ー
一
〉
、
長
陵
邑
は
二
ニ

O
O
×
二

O
四
O
m
(考
八
七
l
一
〉
、
丹

鳳
豚
古
城
は
二

0
0
0
×
六

O
O
m
(考
奥
文
八
一
|
一
二
〉
、
右
北
卒

郡
祉
は
二
五

O
O
x
二
O
O
O
m
(文
八
五
|
四
)
、
錐
城
は
二
四

O

O
×
一
八

O
O
m
(第
五
次
年
曾
)
。

(
口
〉
註
〈
8
)
論
文
。

(
団
)
た
と
え
ば
、
臼
鄭
州
一
両
一
城
の
周
迭
で
は
、
一
透
一
回
以
上
の
都
市
遺

跡
が
表
一
の
必

l
o
、
日
、
日
山
、

U
な
ど
大
陸
二

O
凶
く
ら
い
の
間
隔

で
七
カ
所
も
護
見
さ
れ
て
い
る
。

(
間
四
)
河
南
省
に
つ
い
て
は
、
楊
育
彬
『
河
南
考
古
』
(
一
九
八
五
、
中
州

古
籍
出
版
社
)
の
附
録
の
遺
跡
表
に
よ
っ
て
、
河
南
省
内
の
遺
跡
の
全

貌
を
ほ
ぼ
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
の
省
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
網
羅
的
な
遺
跡
の
紹
介
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

〈
初
)
た
と
え
ば
、
秦
の

〈
元
年
丞
相
斯
造
文
〉
(
考
輿
文
八
三
三
、
頁

一
一
二
〉
の
よ
う
に
、
最
初
の
製
造
責
任
を
示
す
銘
と
後
刻
の
地
名
銘
が

あ
る
場
合
、
後
刻
の
部
分
は
使
用
地
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

(
幻
)
以
下
で
ふ
れ
る
表
二
「
戟
園
出
土
文
字
資
料
地
名
表
」
に
よ
る
と
、

四
分
の
一
に
近
い
都
市
遺
跡
に
お
い
て
、
製
作
場
遺
跡
や
貨
幣
、
銅
器

の
地
名
が
重
な
っ
て
い
る
。

(
詑
〉
戦
園
時
代
に
緩
行
さ
れ
た
貨
幣
と
し
て
、
空
首
布
、
橋
形
方
足
布

(
橋
形
布
)
、
尖
足
布
、
方
足
布
、
圏
足
布
、
三
孔
布
、
刀
銭
、
園
銭

な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
も
さ
ら
に
バ
ラ
エ
テ
ィ

ー
が
あ
る
。
た
だ

し
、
空
首
布
の
う
ち
大
型
の
も
の
は
春
秋
時
代
に
湖
る
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
銘
文
も
地
名
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
(
拙
稿
「
戟
園
出
土
文
字
資

料
概
述
」
〔
林
巳
奈
夫
編
『
戟
園
時
代
出
土
文
物
の
研
究
』
一
九
八
五
、

京
都
大
皐
人
文
科
察
研
究
所
〕
参
照
〉
。

(
幻
〉
一
九
五
八
、
生
活
・
讃
書

・
新
知
三
聯
書
庖。

〈
M
)
そ
れ
ぞ
れ
、
文
参
五
八
|
六
・
頁
六
五
、
鄭
家
相
・
頁
一

o=一
お
よ

び
考
八

O
l
-
-
頁
八
五
な
ど
。

(
お
〉
そ
れ
ぞ
れ
、
文
多
五
八
|
六
・
頁
六
五
、
考
八
八

l
二
・
頁
一
八

。
、
考
六
五
|
四
・
頁

一
六
七
、
文
八
一
|
一
一
・
頁
六
二
、
考
七
五

|
四
・
頁
二
三
八
、
鄭
家
相
・
頁
九
七
。

(
お
〉
註
(
お
〉
鄭
家
相
書
の
都
〈
蔓
邑
、
都
〉
、
華
邑
(
祁
、
A

辛
口
巴
)
、
朱
邑

(
知
邑
、
郷
、
制
)
、
坪
陰
(
卒
陰
、
差
陰
)
、
郭
公
寸
邑
、
錦
、
我
)
、

卒
周
(
卒
陶
)
、
軍
部
品
年
〈
忠
尻
、
思
伎
、
膚
虎
)
、
魯
陽
(
成
陽
、
虞

陽
)
、
馬
服
邑
(
馬
盤
、
馬
薙
、
馬
服
呂
〉
、
践
土
(
土
勾
、
土
易
〉
、

郎
(
邸
、
鋳
邑
)
な
ど
(
カ
ッ
コ
内
は
異
設
〉
。

(
幻
)
そ
れ
ぞ
れ
、
飾
家
相
・
頁
九
四
、
王
銃
鐙
・
頁
四
三
、
畷
銭
卿
「
談

4

安
陽
布
。
的
錨
地
」
(
文
参
五
六
|
二
)
・
頁
六
二
。

〈
刊
山
)
後
述
の
諒
其
駿
氏
の
地
圏
(
註
ぬ
)
に
も
、
卒
陽
、
安
陽
、
高
都
、

蒲
坂
、
新
城
、
陽
城
な
ど
二
カ
所
に
同
一
地
名
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合

が
か
な
り
あ
る
。

(
m
m
〉
註
(
お
)
鄭
家
相
書
の
文
、
京
、
捜
陰
、
都
氏
、
母
丘
、
邪
、
減
、
旬

陽
、
商
成
、
卒
州
、
諮
問
陰
、
木
邑
、
垂
な
ど
。

(
初
)
一
九
八
二
、
地
園
出
版
社。

(
引
札
〉
た
だ
し
、
註
(
幻
〉
鄭
家
相
霊園な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
貨
幣
に

地
名
比
定
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
か
な
り
強
引
な
比
定
も
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
も
の
は
用
い
な
か
っ
た
。
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(
位
)
考
皐
七
四
|
て
頁
四
O
。

(
お
〉
武
器
で
は
、

7
関
輿
(
山
西
文
物
一
一
七
)
、
幻
泌

(
H露
、
文
八

六
l
六
・
頁
九
、
文
博
八
七
|
二
・

頁
五
六
)
、
必
邪
(
文
八
二
|
九
・

頁
四
五
、
交
八
八
|
三

・
頁
五
O
)
、
刀
啓
封
(
考
八
O|
五
・

頁
四

九
八
〉
、
必
桐
丘
(
考
八
七

i
一二

・
頁
一
一
O
七
)
、

m燕
(
H武

陽
、
考
八
八

l
七
・

頁
六
一
七
)
が
あ
り
、
そ
の
他
の
銅
様
と
し
て
は

安
邑
(
交
七
五
|
六
・
頁
七
二
〉
が
あ
る
。

(
鈍
〉
註
(
ロ
)
論
文
。
な
お
、
武
器
以
外
の
銅
器
と
し
て
、

μ
漆
垣
(
文
六

四
l
九
・
頁
四
三
)
、
即
薙
(
文
八
三
|
六

・
頁
四
)
を
附
け
加
え
る

必
要
が
あ
る
。

(
お
)
註
(
勾
〉
。

(
日
刊
〉
成
陽
、
鄭
は
一
閣
の
首
都
で
あ
り
、
許
、
成
都
も
後
代
大
都
市
に
成

長
し
て
い
る
。

(
幻
)
地
方
の
豚
の
陶
工
の
存
在
を
示
す
印
文
を
有
す
る
陶
片
は
、
ほ
と
ん

ど
始
皇
陵
胤
迭
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
始
皇
陵
造
営
に

係
わ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
陶
器
の
製
造
の
開
始
も
そ
れ
ほ
ど

古
く
遡
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
註
(
辺
)
拙
稿
、
頁
四
三
O
V

(
叩
叩
)
註
(
日
〉
。
以
下
、
『
史
記
』
貌
世
家
、
秘
侯
列
俸
の
解
穆
に
つ
い
て

は
、
こ
の
拙
稿
参
照
の
こ
と
。

(
ぬ
〉
註
(

7

)

。

(
必
)
馬
玉
堆
漢
墓
用
品
出国
整
理
小
組
編
、
一
九
七
六
、
文
物
出
版
社
。

(

4

)

『
史
記
』
で
は
、
服
、
都
、
城
の
語
が
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
言
い
換
え

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
み
な
城
壁
を
有
す
る
都
市
を
指
し
て
い
る
と

考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
大
懸
に
つ
い
て
は
、
銀
雀
山

出
土
竹
筒
の
庫
法
篇
(
文
八
五
|
四
、
頁
三
一
〉
で
は
「
大
豚
二
高

家
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
必
)
郷
滋
麟
「
黄
河
下
激
河
道
援
遜
及
其
影
響
概
述
」

「
黄
河
史
論
叢
』
一

九
八
六
、
復
旦
大
皐
出
版
社
)
。

(
必
〉
現
代
の
開
封
市
の
地
下
三
、
四
m
の
と
こ
ろ
で
明
代
の
家
屋
の
屋
根

が
設
見
さ
れ
て
お
り
、
宋
代
の
開
封
城
の
地
面
は
地
下
一

O
m
ぐ
ら
い

の
と
こ
ろ
に
あ
る
は
ず
だ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
(
註
(
必
〉
郷
論
文
、

頁
二
三
五
)
、
杉
本
態
司
氏
に
よ
る
と
、
近
年
賀
際
に
地
下
一
O
m
の

と
こ
ろ
か
ら
宋
代
の
橋
が
夜
見
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
、
戦
園

時
代
の
大
梁
城
は
さ
ら
に
そ
の
下
に
埋
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(
必
)
『
史
記
』
燕
召
公
世
家
で
は
柳
、
菖
、
即
墨
の
三
城
と
な
っ
て
い
る

が
、
〈
考
査
〉
は
卿
を
街
{
子
と
し
て
い
る
。

(
必
〉
『
史
記
』

燕
召
公
世
家
に
、
斉
が
燕
の
内
飢
に
乗
じ
て
そ
の
園
都
を

攻
め
た
時
、
「
五
都
之
兵
」
を
動
員
し
た
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
湾
に
は
大
量
動
員
が
可
能
な
五
つ
の
特
別
な
都
市
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
一
方
で
は
こ
れ
ら
都
市
と
他
の
都
市
の
聞
に
は
大
き
な

格
差
が
あ
っ
た
こ
と
も
思
わ
せ
る
。
な
お
、
陽
寛
氏
は
、
臨
制
個
、
卒
陸
、

高
唐
、

創
塁
、
菖
を

「
五
都
」
と
し
、
こ
れ
ら
は
他
闘
の
郡
に
あ
た
る

と
す
る
が
(
註
(
3
〉
新
版
『
戟
園
史
』
、
頁
二
二
ニ
)
、
確
詮
は
な
い
。

(
必
)
『
史
記
』
燕
召
公
世
家
、
『
戦
闘
策
』
燕
策

一
。

(
門
出
)
こ
の
時
、
呉
に
占
領
さ
れ
た
楚
都
は
、
湖
北
省
江
陵
豚
北
郊
の
紀
南

城
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
江
陵
豚
西
北
三
四
回
の
陰
湘
城
と

す
る
設
(
江
漢
八
六
|
一
)
も
あ
る
。
だ
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
柏

翠
か
ら
直
線
距
離
で
三
百
回
前
後
は
あ
る
。

(
同
叩
)
郡
は
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
地
域
内
の
豚
H
都
市
を
統
轄
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
中
に
秦
の
支
配
に
抵
抗
し
績
け
る
鯨
H
H
都
市
が
あ
れ

(欝
其
駿
主
編
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ば
、
賞
質
上
置
郡
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
川
崎
〉
『
史
記
』
遁
世
家
。
た
だ
し
、
『
戟
園
策
』
秦
策
一
で
は
三
年
、
『
韓

非
子
』
初
見
秦
篇
で
は
三
月
と
な
っ
て
い
る
。

(
回
〉
『
史
記
』
田
皐
列
停
。

〈
日
〉
註
ハ
3
〉。

ハ
臼
)
一
九
八
二
、
中
華
書
局
。

〈
臼
〉
馬
氏
の
『
秦
集
史
(
上
ど
で
は
恵
王
一

O
年
(
前
三
二
八
〉
の
上

郡
設
置
が
最
初
に
な
っ
て
い
る
。

(
臼
〉
馬
氏
の
『
秦
集
史
(
上
ど
で
は
昭
裏
王
二
一
年
(
前
二
八
六
〉
と

す
る
。

(
日
〉
楊
氏
の
註
〈
3
〉
新
版
『
戟
園
史
』
に
よ
る
と
、
陶
郡
は
穣
侯
頚
骨
の

死
後
、
そ
の
封
ロ
巴
が
郡
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
二
五
四
年
に
貌

に
奪
わ
れ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
馬
氏
『
秦
集
史
(
上
〉
』
は
、
上

郡
を
昭
裏
王
四
八
年
(
前
二
五
九
〉
に
秦
の
郡
と
な
っ
た
よ
う
に
記
す

が
、
楊
寛
氏
は
前
著
で
そ
の
二
年
後
に
韓
に
奪
わ
れ
、
秦
が
奪
い
返
し

た
の
は
前
二
四
七
年
と
し
て
い
る
。

(
回
)
た
と
え
ば
、
秦
が
韓
の
野
王
と
邪
丘
を
攻
略
し
て
そ
の
上
黛
郡
を
孤

立
さ
せ
、
越
を
長
卒
に
破
っ
た
の
は
(
前
二
六
二
、
前
二
六

O
、
註

ハ
ロ
)
拙
稿
参
照
)
こ
の
第
二
期
で
あ
り
、
秦
軍
に
よ
る
越
都
郁
郁
攻
圏

〈
前
二
五
九
、
『
史
記
』
秦
本
紀
)
や
上
述
の
西
周
君
の
秦
へ
の
降
伏

(
前
二
五
六
〉
も
同
じ
時
期
に
入
る
。

(

m

む
太
田
幸
男
「
商
散
要
法
の
再
検
討
」
(
歴
史
皐
研
究
別
加
特
集
『
歴

史
に
お
け
る
民
族
の
形
成
』
一
九
七
五
可
頁
一
一
九
。

ハ
回
〉
註
ハ
1
〉
宇
都
宮
論
文
、
頁
二

O
。

ハ
印
)
「
醐
梓
《
史
記
・
貨
殖
列
俸
》
所
説
的
。
陶
鴛
天
下
之
中
。
粂
論
戦
園
時

代
的
経
済
都
曾
」
(
『
河
山
集
』
一
九
六
一
二
、
一
ニ
聯
書
庖
〉
、
頁
二

O
。

〈
印
〉
「
春
秋
舎
盟
地
理
考
|
雨
周
地
理
考
の
一
一
」
(
『
田
村
博
士
頚
壷
聞
東
洋

史
論
叢
』
一
九
六
八
〉
、
頁
三
五
。

(
m
U

〉
「
姫
姓
諸
侯
封
建
の
歴
史
地
理
的
意
義
」
〈
『
中
園
古
代
王
朝
の
形

成
』
一
九
七
五
、
創
文
社
〉
、
頁
二
四
七
。

(
臼
)
貨
殖
列
俸
に
見
え
る
前
漢
時
代
の
「
三
河
」
の
経
済
的
重
要
性
は
、

す
で
に
日
比
野
丈
夫
氏
も
注
目
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
氏
は
交
通
路
の

中
心
は
こ
の
時
代
に
な
っ
て
東
方
の
陶
か
ら
西
の
こ
の
地
域
に
移
動
し

た
と
考
え
て
い
る
(
「
史
記
貨
殖
列
俸
と
漢
代
の
地
理
医
」
『
中
園
歴
史

地
理
研
究
』
一
九
七
七
、
同
朋
合
、
頁
九
〉
。

(
臼
〉
宇
都
宮
氏
も
、
『
史
記
』
貨
殖
列
俸
や
『
堕
織
論
』
に
よ
り
な
が

ら
、
前
漢
時
代
の
大
都
市
は
華
北
の
東
方
交
通
線
上
に
集
中
す
る
と

し
、
ま
た
そ
れ
は
『
漢
書
』
地
理
志
の
戸
口
一
統
計
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る

大
人
口
地
帯
と
も
重
な
る
と
し
て
い
る
(
註
〈
1
〉
、
頁
一
一
二
〉
。

〈
臼
)
た
だ
し
、
戦
園
時
代
に
盛
ん
に
な
る
水
路
の
開
設
に
よ
っ
て
新
し
い

交
遁
の
中
心
が
生
れ
た
こ
と
は
嘗
然
考
え
ら
れ
る
。
陶
の
裂
展
が
こ
れ

に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の

交
通
路
が
衰
退
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

〈
間
山
〉
一
-
一
耳
目
地
域
に
人
口
の
極
端
な
都
市
集
住
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し

て
、
銭
器
と
牛
耕
の
普
及
に
よ
る
生
産
力
の
増
大
に
も
と
づ
く
小
家
族

の
析
出
が
想
定
さ
れ
る
が
、
銭
器
、
牛
耕
の
普
及
が
い
つ
頃
か
ら
始
ま

る
か
に
つ
い
て
は
異
論
が
存
在
す
る
。
私
は
春
秋
時
代
末
頃
か
ら
普
及

し
始
め
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

(
侃
〉
註
〈
お
〉
拙
稿
、
頁
四
三
、
四
六
参
照
。

(
目
前
〉
劉
龍
啓
、
李
振
奇
「
河
北
臨
城
柏
暢
城
設
現
戟
図
兵
器
」
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ー
三
〉
、
頁
五

O
。

ハ
伺
)
こ
の
よ
う
な
三
菅
兵
器
の
銘
文
の
読
み
方
は
黄
盛
諸
氏
の
上
掲
註

(

M

M

〉
論
文
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
。

(ω
〉
邪
は
越
地
の
も
と
邪
園
の
あ
っ
た
地
と
韓
、
東
周
、
貌
に
属
し
た
那

丘
と
の
二
地
が
考
え
ら
れ
る
が
、
「
執
剤
」
の
語
と
出
土
地
か
ら
こ
の

支
は
越
の
那
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

(
刊
川
)
註
(
お
)
拙
稿
頁
四
四
、
表
I
参
照
。

(
九
)
佐
原
康
夫
氏
も
、
三
耳
目
都
市
は
長
期
の
筒
城
戦
に
耐
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
官
僚
的
に
財
政
機
構
が
整
備
さ
れ
た
軍
事
都
市
で
あ
っ
た
と

理
解
し
て
い
る
(
註
(
ロ
)
論
文
)
。

(
η
)
註
(
お
〉
。

(
向
日
)
註
(
辺
〉
拙
稿
、
頁
四

O
六。

(
九
)
燃
令
は
漢
代
で
は
明
ら
か
に
皇
需
の
直
任
官
で
あ
る
が
、
戦
園
時
代

で
も
、
都
令
と
な
っ
た
西
門
豹
の
例
(
『
韓
非
子
』
外
儲
設
左
下
〉
で

も
わ
か
る
よ
う
に
君
主
が
直
接
任
命
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戦

園
時
代
の
臓
は
、
君
主
に
よ
っ
て
中
央
集
権
的
に
支
配
さ
れ
る
直
轄
地

と
し
て
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
(
増
淵
龍
夫
「
先
秦
時
代
の
封
建
と

郡
豚
」
、
『
中
園
古
代
の
祉
舎
と
園
家
』
一
九
六

O
、
弘
文
堂
、
頁
四
四

四)。

(
万
〉
詮
(

3

)

楊
覚
書
新
版
、
頁
一
一
一
一
。
な
ら
び
に
註
(
日
)
拙
稿
、
頁
四

八
参
照
。

(市〉

好
並
隆
司
「
戦
闘
貌
政
権
の
波
間
構
造
」
(
東
洋
皐
報
占
ハ

O
l三
・

四
、
一
九
七
九
)
、
頁
八
一
。

(η
〉

註
(

3

)

楊
覚
書
新
版
、
頁
一
七
三
。

(
刊
叩
)
『
韓
非
子
』
内
儲
読
下
に
「
白
圭
相
貌
」
と
あ
り
、
ま
た
悪
玉
の
時

の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
『
史
記
』
貨
殖
列
俸
の
該
俸
の
〈
考
透〉

所
引

の
張
文
虎
に
考
査
が
あ
る
。

(
乃
〉
司
馬
遷
も
木
停
で
「
益
天
下
言
治
生
温
白
圭
。
白
圭
其
有
所
試
失
。

能
試
有
所
長
。
非
有
而
己
也
」
と
言
っ
て
い
る
。

(
m
w
)

宇
野
茂
彦
「
貌
の
客
士
登
用
と
孟
刺
」
(
中
哲
文
庫
吾
報
一
、
一
九

七
四
)
、
頁
一
二
八
。

(
引
山
)
註
(
3
〉
、
頁
一
八

O
。

〈
的
山
)
『
史
記
』
老
子
斡
非
列
陣
。

(
回
〉
拙
稿
「
「
賢
」
の
観
念
よ
り
見
た
る
西
漢
官
僚
の
一
性
格
」
(
東
洋
史

研
究
三
四
|
二
、
一
九
七
五
)
、
頁
二

O
三。

(
山
田
〉
詮
(
臼
)
、
頁
五
一
。

(
白
山
〉
中
園
の
古
代
官
僚
は
、
必
ず
し
も
君
主
に
謝
し
て
隷
属
的
な
存
在
で

は
な
く
、
き
わ
め
て
自
律
的
な
側
面
も
有
し
て
い
た
(
註
(
邸
)
矧
稿
多

照〉。

三
菅
地
域
の
濁
立
的
な
都
市
こ
そ
が
、
そ
れ
に
鈎
膝
し
た
こ
の

よ
う
な
自
律
的
な
官
僚
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
部
)
註
(
忽
〉
拙
稿
、
頁
四
四
四
。
以
下
の
銅
兵
器
、
貨
幣
に
関
す
る
具
鐙

的
な
論
設
も
本
稿
の
首
該
箇
所
を
参
照
の
こ
と
。

〈
町
山
〉
註
ハ
日
〉
拙
稿
、
頁
四
三
。

(
部
)
〈
四
年
刊
令
格
支
〉
(
奇
細
川
山
・
幻
)
、
〈
十
八
年
奈
工
文
〉
(
河
北

選
集
川
〉
な
ど
豚
令
が
最
高
統
轄
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が

(
註
〈
幻
)
拙
稿
、
頁
四
二
四
参
照
)
、
き
わ
め
て
例
外
的
で
あ
る
。

(

m

凹
〉
斉
で
は
、
陳
氏
一
族
の
勢
力
が
強
か
っ
た
た
め
中
央
集
権
化
が
妨
げ

ら
れ
た
と
す
る
考
え
も
あ
る
(
太
田
幸
男
「
田
斉
の
成
立
」、

中
園
古

代
史
研
究
曾
編
『
中
園
古
代
史
研
究
第
四
』
一
九
七
六
、
雄
山
閣
出

版
、
頁
二
九

O
Y
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〈
卯
〉
岡
田
功
「
楚
園
と
奥
起
第
法
|
楚
園
の
園
家
構
造
把
握
の
た
め
に

ー
」
(
歴
史
皐
研
究
四
九

O
、
一
九
八
一

El--
一〉。

(
川
出
〉
解
皐
東
「
先
秦
時
期
。
重
荷
ク
思
想
初
探
」
(
河
南
大
皐
典
子
報
〔
哲
・

社
〕
一
九
八
五
|
六
)
、
頁
三
二
。

〈
但
)
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
。
註
(
臼
〉
拙
稿
、
頁
五
六
参
照
。

(
回
)
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
「
徒
天
下
豪
富
於
威
陽
十
二
高
戸
」
と
あ

る。

〈
悦
)
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
「
愛
諸
嘗
遁
亡
人
・
賛
靖
・
買
人
略
取
陸

梁
地
、
震
桂
林
・
象
郡
・
南
海
、
以
遁
遺
成
」
と
あ
る
。

(
M
N

〉
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
に
「
郡
蘇
少
年
苦
秦
吏
、
皆
殺
其
守
尉
令

丞
、
反
以
懸
陳
勝
」
と
あ
る
。

〈Mm
〉

『

漢
書
』
高
帯
紀
に
「
六
年
冬
十
月
、
令
天
下
豚
邑
城
L

と
あ
る
。

(
W
)

『
史
記
』
卒
準
警
に
「
高
祖
乃
令
賀
人
不
得
衣
線
乗
車
、

重
租
税
以

因
厚
之
」
と
あ
る
。

〈
伺
)
『
史
記
』
卒
準
書
に
「
孝
恵

・
高
后
時
、

信
用
天
下
初
定
、
復
弛
商
賀

之
律
。
然
市
井
之
子
孫
亦
不
得
仕
宣
信
用
吏
」
と
あ
る
。

〈
的
)
こ
の
時
代
、
黄
老
術
を
貧
践
し
た
人
物
と
し
て
、
恵
帯
の
時
に
丞
相

と
な
っ
た
曹
参
(
『
史
記
』
曹
相
園
世
家
)
、
武
一
帝
一
の
時
に
九
卿
に
ま
で

な
っ
た
汲
賠
(
『
史
記
』
汲
鄭
列
侍
〉
な
ど
が
い
る
。
ま
た
、
武
脅
の

初
年
に
は
、
そ
の
租
母
の
寅
太
后
が
黄
老
術
を
好
み
、
朝
廷
内
に
大
き

な
影
響
を
輿
え
た
と
言
わ
れ
る
(
『
史
記
』
外
戚
列
停
)
。

〈
削
〉
『
史
記
』
卒
準
書
に
「
至
孝
文
時
、

:
:
:
令
民
縦
得
自
鋳
銭
」
と
あ

る。

〈
川
〉
『
都
市
の
経
済
皐
l
褒
展
と
衰
退
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
』
(
中
村
達
也
、

谷
口
文
子
課
、
一
九
八
六
、

T
B
S
プ
リ
タ
ニ
カ
〉
、
頁
二
一
八
。
こ

こ
で
女
史
は
、
都
市
経
済
を
不
活
性
化
す
る
帯
閣
の
政
策
と
取
引
の
主

要
な
も
の
と
し
て
、
「
ハ
一
〉
長
期
化
し
た
開
断
の
な
い
軍
需
生
産
、

(
二
〉
長
期
化
し
た
閲
断
の
な
い
貧
困
地
域
へ
の
補
助
金
、
(
三
〉
先

進
後
進
経
済
開
交
易
の
重
熱
的
促
進
」
の
三
つ
を
翠
げ
て
い
る
。

著
録
等
略
裕
一
園
児

主

統

鐙

『
我
園
古
代
貨
幣
的
起
源
和
設
展
』
、
王
銃
銭
、

七
、
科
準
出
版
社

夏
華
考
古

『
河
南
考
古
』
、
楊
育
彬
、
一
九
八
五
、
中
州
古
籍
出
版
枇

『
河
北
省
出
土
文
物
選
集
』
、
河
南
省
博
物
館
等
、
一
九

八

O
、
文
物
出
版
社

『
奇
畑
室
吉
金
文
述
』
、
劉
心
源
、
一
九
二
六

考
古

考
古
通
訊

考
古
皐
報

考
古
奥
文
物

江
漢
考
古

『
侯
馬
盟
書
』
、
山
西
省
文
物
工
作
委
員
舎
、
一
九
七
六

『
山
西
出
土
文
物
』
、
山
西
省
文
物
工
作
委
員
舎
、
一
九

八

O
考
古
泉
集
刊

『
中
園
考
古
墨
曾
第
三
次
年
舎
論
文
集

一
九
八
四
、
文
物
出
版
社

『
中
園
考
古
皐
舎
第
五
次
年
曾
論
文
集

夏

華

河

南

河

北

選

集

奇考考

遁

考

皐

考

文

江

漢

侯

馬

盟

書

山

西

文

物

奥

集

刊

第
三
次
年
曾

第
五
次
年
舎

一
九
五

組

- 39一

一
九
八
一
』
、

一
九
八
五
』
、
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中

原

中
原
八
三
特

郷

家

相

文内

蒙

一
九
八
八
、
文
物
出
版
社

中
原
文
物

中
原
文
物
一
九
八
三
年
特
刊

『
中
園
古
代
貨
幣
設
展
史
』
、
鄭
家
相
、

聯
書
庖

内
蒙
古
文
物
考
古

文
物

一
九
五
八
、

三

魯文文

文
物
参
考
資
料

文
物
資
料
叢
刊

『
曲
阜
魯
故
城
』
、
山
東
省
文
物
考
古
研
究
所
等
、

八
二
、
時
円
魯
金
百社

〔
補
記
〕
本
稿
は
、
卒
成
元
年
度
文
部
省
科
皐
研
究
費
補
助
金

・一

般
研
究

ハ
C
〉
「
春
秋
・
戦
園

・
秦
漢
時
代
の
都
市
の
構
造
と
佳
民
の
性

格
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

域叢参

故

九
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CITIES OF THE WARRING STATES PERIOD

　　　　　　

AND THEIR GOVERNMENT

Emura Haruki

　　　

Two opposing views ｅχistregarding the development of cities during

the Warring States period. One attaches greater importance to economic

factoi‘swhile the other considers political and military factors to be more

important. A study, based on recent developments in archeology, of the

scale and distribution of the ruins of the cities of that period, has clarified

the ｅχistence of ａ regional bias regarding these cities. In the Sanjin

三晋region, centered on　Henan　province河南省, there　was　ａ dense

concentration of huge cities. Compared with this, the distribution　and

scale

　

of

　

cities

　

outside

　

the

　

San jin　region, with　the　ｅχception　of the

national capital, were not so great. This kind of trend can be confirmed

by reference to historical literature, archeological ideaographic material

etc.

　

Furthermore, this kind of regional difference　is largely concerned

with the nature of cities themselves.　In the development of the cities

in the San iin region, ａ strong economic element is clearly evident. Ａ

remarkable

　

inclination

　

towards

　

independence

　

is

　

also

　

evident. On　the

contrary, the cities in the outlying regions were, as ａ rule, less developed

and showed a strong tendency towards centralisation of power. There

is

　

ａ

　

need to clarify the character and destiny of the “Warring State"

nations and the Chin 秦and Han 漢empiｒｅｓ based on this kind of

difference in the regional character of the cities.

１


